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○ 本仕組債本仕組債本仕組債本仕組債はははは、、、、デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引取引取引取引にににに類類類類するするするするリスクリスクリスクリスク特性特性特性特性をををを有有有有していしていしていしてい

ますますますます。。。。そのため、法令・諸規則等により、商品内容商品内容商品内容商品内容やややや想定想定想定想定されるされるされるされる

損失額等損失額等損失額等損失額等についてについてについてについて十分十分十分十分にごにごにごにご説明説明説明説明することとされていますすることとされていますすることとされていますすることとされています。。。。    

※※※※    商品内容商品内容商品内容商品内容やややや想定想定想定想定されるされるされるされる損失額等損失額等損失額等損失額等についてについてについてについて、、、、説明説明説明説明をををを受受受受けられたかけられたかけられたかけられたか改改改改めてめてめてめて

ごごごご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

 

○ 弊社によるご説明や、本仕組債本仕組債本仕組債本仕組債のののの内容等内容等内容等内容等をををを十分十分十分十分ごごごご理解理解理解理解のののの上上上上、、、、おおおお

取引取引取引取引いただきますようおいただきますようおいただきますようおいただきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

 

○ お取引内容及び商品に関するご確認・ご相談や苦情等につきま

しては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引について

のトラブル等は、以下のＡＤＲ（注）機関における苦情処理・紛争

解決の枠組みの利用も可能です。 

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人    証券証券証券証券・・・・金融商品金融商品金融商品金融商品あっせんあっせんあっせんあっせん相談相談相談相談センターセンターセンターセンター    

電話番号電話番号電話番号電話番号    ０１２００１２００１２００１２０－－－－６４６４６４６４－－－－５００５５００５５００５５００５（（（（フリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤルフリーダイヤル））））    

 

 

（注）ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争

の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。 

店頭店頭店頭店頭デリバティブデリバティブデリバティブデリバティブ取引取引取引取引にににに類類類類するするするする複雑複雑複雑複雑なななな仕組債仕組債仕組債仕組債のののの    

取引取引取引取引にににに係係係係るごるごるごるご注意注意注意注意 



早期償還条項付 他社株転換条項付  
デジタルクーポン円建債券の契約締結前交付書面 

(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。) 
 

この書面は、円貨建て外国仕組み債券であるドイツ銀行ロンドン

支店 2016 年 9 月 26 日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付

デジタルクーポン円建社債（アイフル株式会社）(以下｢本債券｣とい

います。)のお取引について、そのリスクや留意点等をご理解いただ

くため、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定に従い説明する｢契約締

結前交付書面｣です。下記の内容をあらかじめよくお読みいただき、

ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 
 

○ 本債券のお取引は、主に募集・売出しや当社が直接の相手方とな

る等の方法により行います。 

 

○ 本債券は、早期償還判定日の対象銘柄の後場終値が早期償還判定

水準以上の場合はその直後の利払日に額面金額１００％で早期償

還されます。さらに、早期償還されず、かつ観測期間中の対象銘

柄の後場終値が一度でもノックイン判定水準以下になり、最終償

還判定日における対象銘柄の後場終値が当初価格未満であった場

合、満期償還時に現金ではなく、対象銘柄を受け取ることとなる

ため、満期償還額は当初投資された額面金額を下回る可能性があ

ります。 

 

○ 本債券は、対象銘柄の株価水準や金利水準の変化、本債券の発行

者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生

ずるおそれがあります。 

 

○ 本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場され

ておらず、また満期償還金額及び売却金額は償還対象株式の市場

価格に連動すること等から、流動性(換金性)が低く、本債券の買

手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の

償還期日前の途中売却は受付けておりません。そのため、本債券

保有者がその希望する時期に、本債券をその満期償還日前に売却

することが困難となるおそれがあります。 
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○ 本債券を購入する場合は、取引の仕組みやリスクについて十分ご

理解のうえ、自らの投資に関する知識・経験、金融資産、投資目

的等に照らして適切であると判断する場合にのみご自身の責任に

おいてお取引を行って下さい。 
 

手数料など諸費用について 

・お取引に際しては、購入対価のみをお支払いただきます。 

 

本債券のお取引は、金利、金融商品市場における相場その他の指標の変動を直

接の原因として損失が生じるおそれがあります 

(早期償還リスク) 

・本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の

額面でそのすべてについて償還されることがあります。本債券が満期償還日よ

り前に償還された場合、当該償還の日までの利息を受け取ることができますが、

当該償還の日から後のかかる満期償還日前の償還がなされなければ受領するは

ずであった利息を受領することができなくなります。さらに、かかる満期償還

日前の償還の時点での一般実勢レートで再投資した場合に、かかる満期償還日

前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りを得られな

い可能性があります。 

 

(元本リスク) 

・期中に早期償還の適用を受けず、かつ観測期間中の対象銘柄の株価が一度で

もノックイン判定水準以下になり、最終償還判定日における対象銘柄の後場終

値が当初価格未満であった場合、満期償還時に現金ではなく対象銘柄を受け取

ることとなるため，満期償還額は当初投資された額面金額を下回る（最小でゼ

ロとなる）可能性があります。また、満期償還額は額面金額を上回ることはな

いため、キャピタルゲインを期待して投資すべきではありません。さらに、本

債券所有期間中に、対象銘柄の配当を得ることはできません。 

 

(価格変動リスク) 

・本債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準および対象銘柄の株価の水準

の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆

に金利が低下する過程では債券価格は上昇する傾向があります。また、対象銘

柄の株価水準が上昇する過程では債券価格は上昇し、逆に対象銘柄の株価が低

下する過程では債券価格は下落することが予想されます。さらに、対象銘柄の

株価の予想変動率（ある期間に予想される価格変動の幅と頻度）の上昇は債券
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価格を下げる方向に作用し、逆に予想変動率の下落は債券価格を上げる方向に

作用します。また、評価日の前後で本債券の価格が変動する場合が多いと考え

られ、評価日に早期償還されないことが決定した場合は本債券の価格が下落す

る傾向があるものと予想されます。ただし、対象銘柄の株価、円金利水準、対

象銘柄の株価の予想変動率によってはかかる傾向が変化するため、以上の傾向

が逆転する可能性もあります。償還日より前に換金する場合には市場価格での

売却となりますので、投資元本を割り込み、損失（元本毀損）が生じるおそれ

があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなっ

た場合、売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。 

・金利水準は、中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、既に

発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して

変動します。 

 

(信用リスク) 

・本債券の発行者であるドイツ銀行ロンドン支店の業務、財産の状況又は信用

状況に変化が生じた場合、例えば、本債券の元利金の支払停止や遅延などの悪

影響を生じ、あるいは本債券の価格が下落するなどの可能性があり、その結果、

お客様に損失（元本毀損）が生じるおそれがあります。 

 

(中途売却リスク) 

・本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、 

また満期償還金額及び売却金額は償還対象株式の市場価格に連動すること等 

から、流動性(換金性)が低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、 

当社は原則として本債券の償還期日前の途中売却は受付けておりません。そ 

のため、本債券保有者がその希望する時期に、本債券をその満期償還日前に売 

却することが困難となるおそれがあります。 

 

(利率変動リスク) 

本債券の利率は、初回利払日に支払われる利息については固定利率が適用され

ますが、次回利払日以降に支払われる利息については、対象銘柄の株価の水準

により適用される利率が変動します。 

 

本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 

・ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はあ

りません。 
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本債券に係る金融商品取引契約の概要 

当社における本債券のお取引については、以下によります。 

・本債券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 

・当社が自己で直接の相手方となる売買 

・本債券の売買の媒介、取次ぎ又は代理 

 

本債券に関する租税の概要 

個人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・本債券の利子については、利子所得として課税されます。 

・本債券を売却したことにより発生する利益は、原則として、非課税となります。 

・本債券の償還により発生する利益は、原則として、雑所得として課税されます。 

 

平成 28 年１月１日より金融所得課税の一体化の拡充（公社債（一部を除く。）・公募公

社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡益及び償還益の課税方式が申告分離課税となり、

公社債・公募公社債投資信託の利子、収益分配金、譲渡損益及び償還損益について、上

場株式等の配当等及び譲渡損益との損益通算が可能となる）等の実施が予定されていま

す。また、将来、更に税制が変更される可能性があります。 

 

法人のお客様に対する課税は、以下によります。 

・本債券の利子、売却したことにより発生する利益、償還により発生する利益については、

法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 

 

また、個人、法人いずれかのお客様に係らず、国外で発行される円貨建て債券の利子について

は、その発行地等の税制により現地源泉税が課税されることがあります。 

 

なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。 

 

譲渡の制限 

国外で発行される円貨建て債券については、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される

場合があります。 

 

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金

融商品取引業であり、当社において有価証券(本債券を含みます。)のお取引や保護預けを行わ

れる場合は、以下の方法によります。 

・国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要とな

ります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振

替決済口座の開設が必要となります。 

・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有
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価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 

・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係

る代金又は有価証券をお預けいただきます。 

・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示してい

ただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があ

ります。また、確認書をご提出いただく場合があります。 

・ご注文いただいたお取引が成立した場合には，取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵

送又は電磁的方法による場合を含みます。)。 

 

当社の概要 

商 号 等 株式会社 SBI 証券 

 金融商品取引業者 

 関東財務局長(金商)第 44 号 

本 店 所 在 地 〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 

加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２-１-１３ 

電話番号：０１２０－６４－５００５ 

受付時間：月曜～金曜 9:00～17:00(祝日等を除く。) 

資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 

主 な 事 業 金融商品取引業 

設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 

連 絡 先 カスタマーサービスセンター(０１２０－１０４－２１４)又はお取引の

ある取扱店にご連絡ください。 

 
 

以上 
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■「証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」のご紹介 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、株式、債券、

投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関とし

て金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR 促進法）

に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、 

 

（1）お客様からの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口 

（2）金融商品取引に関するお客様と証券会社との紛争を解決するための窓口 

 

として、金融商品取引業者等の業務に対するお客様からの様々なご相談・苦情や紛争解決

あっせん手続きの申立てを受付けています。（あっせんは、損害賠償請求額に応じ 2 千円

から 5 万円をご負担していただきます。） 

あっせん手続き実施者（あっせん委員）は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速か

つ透明度の高い解決を図ります。 

 

 

名称 
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

（FINMAC） 

所在地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13 第三証券会館 

電話番号 0120-64-5005 

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く） 
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ドイツ銀行ロンドン支店2016年９月26日満期 早期償還条項付／他社株転換条

項付 デジタルクーポン円建社債（アイフル株式会社）（以下「本社債」といい

ます。）の早期償還は、アイフル株式会社の普通株式（以下「償還対象株式」と

いいます。）の価格の変動により決定され、また、本社債の償還は、償還対象株

式の価格の変動により、償還株式数の交付および端数部分償還金の支払をもって

行われることがありますので、本社債は、償還対象株式の相場の変動により影響

を受けることがあります。詳細につきましては、本書「第一部 証券情報、第２ 

売出要項、２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞」をご参照

ください。 

なお、償還対象株式につきましては、本書「第四部 保証会社等の情報、第２ 

保証会社以外の会社の情報」をご参照ください。 

 



行使価格（当初価格）

早期償還判定水準

早期償還判定日 早期償還判定日 早期償還判定日 最終償還判定日

①

④

③

⑤

②

以下の記載は、本債券の仕組みをご検討いただく際の補足資料として作成したものです。あくま
で参考資料としてお読みください。

ノックイン事由の発生の有無にかかわらず、早期償還判定日において、「対象株価終値≧早期償還判定水準」の
場合、額面100%で早期償還となります。

期中に一度も、対象株価終値がノックイン判定水準以下にならなければ額面100%で満期償還となります。

期中に一度でも、対象株価終値がノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回り、最終償還判定日において、
「対象株価終値≧行使価格」の場合、額面100%で満期償還となります。

期中に一度でも、対象株価終値がノックイン判定水準と等しいかまたはこれを下回り、最終償還判定日において、
「対象株価終値 ＜ 行使価格」の場合、「額面金額÷行使価格」で計算される償還株式数と現金調整額で満期償還と
なります。

ノックイン判定水準

償還決定方法

③　ノックイン事由が発生せず、満期償還を迎える

④　ノックイン事由が発生したが、額面100％ で満期償還

⑤　ノックイン事由が発生し、額面割れで満期償還

①、②　額面100％で早期償還

額面100％満期償還

額面100％早期償還

額面100％満期償還

額面÷行使価格=償還株式数
＋現金調整額で償還

償還について

ノックイン事由

出所：Bloomberg、2009年1月5日から2014年9月2日

※詳細については、目論見書の「社債の要項の概要」の「（2）償還および買入れ」をご確認ください。

<アイフル（8515 JT）参考株価動向> 
（円）

09/1 14/4 14/714/113/1013/713/413/112/1012/712/412/111/1011/711/411/110/1010/710/410/109/1009/709/4
0

100

200

300

400

500

600

700

800



*上記はいずれも税金については考慮しておりませんので、ご留意ください。

以下は、本債券の価格に影響を与える主な金融指標（アイフル株式会社（銘柄コード：8515 JT））の変化によって生じる、本債券の想
定される損失額（以下「想定損失額」という）のシミュレーションです（将来における実際の損失額を示すものではありません。）。

ご注意事項
想定損失額は、あくまでも過去における対象株式株価の変化によって生じる、本債券の想定される損失額のシミュレーション
結果です。将来において対象株式株価が上記の過去データに基づく最大下落率を超えて下落した場合、または、発行体のデ
フォルト等の信用リスク要因、もしくは、その他の要因により、本債券の満期償還時における実際の損失額は、上記の過去デー
タに基づく想定損失額から更に拡大する可能性があります。想定損失額については受取利息は考慮していません。

満期償還時の想定損失額

最悪シナリオを想定した想定損失額

本債券の流通市場は確立されておらず、原則、中途売却はできません。仮に売却出来た場合でも本債券の市場価格は、主としてアイフルの
株価および円金利の変動や発行者等の信用状況の悪化等の要因により影響を受けて下落しますので、売却損が生じる場合があります。な
お、投資元本の全額を毀損する可能性はありますが、投資元本を上回る損失が発生することはありません。

中途売却時の想定損失額

■過去におけるアイフル株価の最大下落率から想定される中途売却損失額について

本債券の中途売却時におけるアイフルの株価が、上記「満期償還時の想定損失額」の最大下落率と同様に93.70％下落した場合
の本債券の売却価格は、中途売却価格に伴い発生する費用やその他の金融指標の変化等により影響を受けて変動しますので、
額面に対して93.70％を上回る中途売却損失額が発生する可能性があります。
■上記の損失額を超える中途売却損失額について

中途売却時における損失額は、アイフルの株価が上記最大下落率を超えて更に下落する可能性がある事に加え、中途売却に伴
い発生する費用やその他の金融指標の変化等により影響を受けて変動しますので、上記中途売却損失額を更に上回る(額面に
対して10％相当以上)可能性があります。

<想定損失額（過去データ）>

観測期間 期間
アイフル株価

最大値 最小値 最大下落率

2013/9/2～2014/8/29
2012/9/3～2014/8/29
2011/9/1～2014/8/29

683
738
738

294
66.5
46.5

－56.96%
－90.99%
－93.70%

1年
2年
3年

以下の観測期間におけるアイフルの株価の想定最大下落率（期間中の最高値（終値）と最安値（終値）の比較を示したものであ
り、時間的推移は考慮していません。）は、以下の通りです。

本債券の満期償還時におけるアイフルの株価が上記の過去データでの最大下落率と同様に93.70%下落したと想定した場合、
満期償還時における本債券の想定損失額は額面に対して93.70%相当になります。上記想定最大下落率を超えて最終評価価格
が更に下落した場合、損失額は上記想定損失額を上回る可能性があります。ただし、投資元本金額を上回る損失が発生すること
はありません。アイフルの株価が0になった場合、本債券の想定損失額は額面に対して100%相当になります。ただし、投資元本
金額を上回る損失が発生することはありません。

<満期償還時の想定損失額>

対象株式の当初価格からの下落率 実質償還金額（円） 想定損失額（円）

0%
－10%
－20%
－30%
－40%
－50%
－60%
－70%
－80%
－90%
－100%

・下記シミュレーションは、ノックイン事由が発生した場合の、対象株式のパフォーマンスと償還時における損益の関係を示したものです。
・本債券は、ノックイン事由が発生した場合で、かつ、評価日の対象株式の終値がその当初価格未満であった場合には、対象株式
の交付および現金調整額（もしあれば）の支払により償還されます。なお、ノックイン事由が発生した場合であっても、評価日の
終値が当初価格以上となった場合は額面金額での償還となります。
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400,000
350,000
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50,000

0

0
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【表紙】  

【発行登録追補書類番号】 26－外１－96 

【提出書類】 発行登録追補書類 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成26年９月８日 

【会社名】 ドイツ銀行 

(Deutsche Bank Aktiengesellschaft) 

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長 

ジョナサン・ブレイク 

（Jonathan Blake, Managing Director, Global Head of Debt 

Issuance） 

ディレクター 欧州市場部長 

マルコ・ツィマーマン 

（Marco Zimmermann, Director, Head of Issuance Europe） 

【本店の所在の場所】 ドイツ連邦共和国 60325 フランクフルト・アム・マイン  

タウヌスアンラーゲ 12 

(Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Federal Republic 

of Germany) 

【代理人の氏名又は名称】 弁護士  中 野 春 芽 

弁護士  三 浦   健 

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 

森・濱田松本法律事務所 

【電話番号】 (03)6212-8316 

【事務連絡者氏名】 弁護士  三 浦   健 

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング 

森・濱田松本法律事務所 

【電話番号】 (03)6212-8316 

【発行登録の対象とした売出有

価証券の種類】 

社債 

【今回の売出金額】 ２億円 

【発行登録書の内容】  

 

提出日 平成26年１月６日 

効力発生日 平成26年１月14日 

有効期限 平成28年１月13日 

発行登録番号 26－外１ 

発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000億円 
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【これまでの売出実績】  

（発行予定額を記載した場合）  
 

番号 提出年月日 売出金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額

26-外１-１ 平成26年１月14日 ４億円 

該当事項なし。 

26-外１-２ 平成26年１月16日 ２億2,268万2,890円 

26-外１-３ 平成26年１月16日 １億6,296万2,800円 

26-外１-４ 平成26年１月17日 ３億円 

26-外１-５ 平成26年２月４日 ４億1,000万円 

26-外１-６ 平成26年２月４日 ５億円 

26-外１-７ 平成26年２月４日 18億9,215万円 

26-外１-８ 平成26年２月４日 ５億4,600万円 

26-外１-９ 平成26年２月４日 ７億8,750万円 

26-外１-10 平成26年２月５日 ３億円 

26-外１-11 平成26年２月５日 83億900万円 

26-外１-12 平成26年２月５日 67億5,900万円 

26-外１-13 平成26年２月５日 23億5,524万9,000円 

26-外１-14 平成26年２月７日 ４億円 

26-外１-15 平成26年２月７日 12億3,200万円 

26-外１-16 平成26年２月12日 ６億8,468万7,500円 

26-外１-17 平成26年２月12日 42億3,000万円 

26-外１-18 平成26年２月14日 ３億円 

26-外１-19 平成26年２月19日 ２億円 

26-外１-20 平成26年２月19日 ３億円 

26-外１-21 平成26年２月19日 15億7,000万円 

26-外１-22 平成26年２月19日 11億円 

26-外１-23 平成26年２月19日 ６億6,000万円 

26-外１-24 平成26年２月20日 ９億6,250万円 
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番号 提出年月日 売出金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額

26-外１-25 平成26年２月24日 ３億円 

該当事項なし。 

26-外１-26 平成26年２月24日 10億円 

26-外１-27 平成26年２月28日 ３億円 

26-外１-28 平成26年２月28日 25億8,500万円 

26-外１-29 平成26年２月28日 23億700万円 

26-外１-30 平成26年３月４日 ３億5,000万円 

26-外１-31 平成26年３月５日 ３億円 

26-外１-32 平成26年３月10日 11億3,400万円 

26-外１-33 平成26年３月14日 ４億円 

26-外１-34 平成26年３月14日 14億7,000万円 

26-外１-35 平成26年３月31日 10億5,988万8,000円 

26-外１-36 平成26年３月31日 19億6,964万円 

26-外１-37 平成26年４月１日 ３億円 

26-外１-38 平成26年４月８日 ２億円 

26-外１-39 平成26年４月８日 ４億円 

26-外１-40 平成26年４月８日 ６億4,064万円 

26-外１-41 平成26年４月10日 ５億3,151万2,000円 

26-外１-42 平成26年４月21日 10億円 

26-外１-43 平成26年５月８日 ４億円 

26-外１-44 平成26年５月８日 24億3,850万円 

26-外１-45 平成26年５月８日 ５億円 

26-外１-46 平成26年５月９日 10億円 

26-外１-47 平成26年５月13日 ３億円 

26-外１-48 平成26年５月13日 ５億６万円 

26-外１-49 平成26年５月13日 ７億円 
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番号 提出年月日 売出金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額

26-外１-50 平成26年５月14日 91億1,900万円 

該当事項なし。 

26-外１-51 平成26年５月14日 250億円 

26-外１-52 平成26年５月14日 ６億5,000万円 

26-外１-53 平成26年５月14日 ２億円 

26-外１-54 平成26年５月15日 ３億円 

26-外１-55 平成26年５月16日 ５億円 

26-外１-56 平成26年５月23日 ２億円 

26-外１-57 平成26年５月26日 ３億6,536万円 

26-外１-58 平成26年５月30日 ５億円 

26-外１-59 平成26年５月30日 ３億5,000万円 

26-外１-60 平成26年５月30日 ３億5,000万円 

26-外１-61 平成26年５月30日 ４億円 

26-外１-62 平成26年６月13日 14億1,000万円 

26-外１-63 平成26年７月１日 ３億円 

26-外１-64 平成26年７月１日 ４億円 

26-外１-65 平成26年７月１日 ３億5,000万円 

26-外１-66 平成26年７月１日 ３億5,000万円 

26-外１-67 平成26年７月８日 ２億円 

26-外１-68 平成26年７月８日 ２億円 

26-外１-69 平成26年７月８日 ２億2,466万5,000円 

26-外１-70 平成26年７月８日 ３億8,978万6,897円50銭 

26-外１-71 平成26年７月９日 ３億円 

26-外１-72 平成26年７月11日 ３億円 

26-外１-73 平成26年７月11日 ９億2,100万円 

26-外１-74 平成26年７月14日 ２億円 

26-外１-75 平成26年８月４日 ３億円 

26-外１-76 平成26年８月５日 ３億5,000万円 
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番号 提出年月日 売出金額 
減額による 
訂正年月日 

減額金額

26-外１-77 平成26年８月５日 10億1,787万円 

該当事項なし。 

26-外１-78 平成26年８月８日 ３億円 

26-外１-79 平成26年８月８日 ３億円 

26-外１-80 平成26年８月８日 ２億円 

26-外１-81 平成26年８月12日 ５億3,000万円 

26-外１-82 平成26年８月15日 12億6,000万円 

26-外１-83 平成26年８月18日 ７億円 

26-外１-84 平成26年８月20日 ３億円 

26-外１-85 平成26年８月20日 ３億円 

26-外１-86 平成26年８月21日 ３億円 

26-外１-87 平成26年８月25日 ２億円 

26-外１-88 平成26年８月29日 ６億円 

26-外１-89 平成26年８月29日 10億円 

26-外１-90 平成26年８月29日 

12億インド・ルピー 

（22億5,600万円） 

（注１） 

26-外１-91 平成26年８月29日 ４億円 

26-外１-92 平成26年９月１日 ２億円 

26-外１-93 平成26年９月１日 ２億円 

26-外１-94 平成26年９月４日 25億6,900万円 

26-外１-95 平成26年９月８日 ３億円 

実績合計額 
1,137億3,265万4,087円50銭 

（注２） 
減額総額 ０円 

（注１）本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは、平成26年９月26日に行われる予定でまだ完了していない。 

本欄に記載された円貨換算額は、１インド・ルピー＝1.88円の換算率（平成26年７月31日現在の株式会社三菱東

京UFJ銀行のインド・ルピーの日本円に対する対顧客電信売買相場の売値）により換算されている。 

（注２）実績合計額は、日本円による金額の合計額である。 
 

【残額】（発行予定額－実績合計額－

減額総額） 

3,862億6,734万5,912円50銭 

（発行残高の上限を記載した場合） 該当事項なし。 

【残高】（発行残高の上限－実績合計

額＋償還総額－減額総額） 

該当事項なし。 

【安定操作に関する事項】 該当事項なし。 

【縦覧に供する場所】 該当事項なし。 
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第一部【証券情報】 

 

第１【募集要項】 

 

該当事項なし。 

 

 

第２【売出要項】 

 

１【売出有価証券】 

【売出社債（短期社債を除く。）】 

 

銘柄 

ドイツ銀行ロンドン支店2016年９月26日満期 

早期償還条項付／他社株転換条項付 デジタルクーポン円建社債 

（アイフル株式会社） 

(以下「本社債」という。)(注１) 

売出券面額の総額または 

売出振替社債の総額 
２億円(注２) 売出価額の総額 ２億円(注２) 

記名・無記名の別 無記名式 各社債の金額 50万円 

償還期限 2016年９月26日(以下「満期日」という。)(注３) 

利率 

（１）利息開始日（同日を含む。）から2014年12月26日（同日を含まな

い。）までの期間に関して、適用ある利率は年率10.00パーセントであり、

本社債額面金額当たり12,500円が2014年12月26日に支払われる。 

（２）2014年12月26日（同日を含む。）から満期日（同日を含まない。）

までの期間に関して、適用ある利率は、以下に定めるところに従い、計算

代理人によって決定される。 

（ⅰ）関連する計算日における償還対象株式水準が利率判定水準以上とな

る場合、適用ある利率は年率10.00パーセント（本社債額面金額当たり

12,500円）となるものとする。 

（ⅱ）関連する計算日における償還対象株式水準が利率判定水準未満とな

る場合、適用ある利率は年率0.10パーセント（本社債額面金額当たり125

円）となるものとする。 

「額面金額」とは、各本社債に関して、50万円をいう。 

「利率判定水準」とは、当初株式水準の85パーセントをいい、計算代理人

によって算定されるところにより、小数第３位を四捨五入する。 

「償還対象株式水準」とは、取引所営業日における計算代理人が決定する

日における償還対象株式の公式の終値をいう。ただし、計算代理人の意見

において、計算日において市場混乱事由が発生した場合、誠実に行為する

計算代理人は、市況の実勢、直近の報告、公表または取引された価格およ

び計算代理人が関連があると判断するその他の要素を斟酌して、かかる計

算日における償還対象株式の価格を算定することによって、かかる計算日

における償還対象株式水準を算定するものとする。 

売出しに係る社債の 

所有者の住所および 

氏名または名称 

株式会社SBI証券 

(以下「売出人」という。) 

東京都港区六本木一丁目６番１号 
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摘要 

本社債はいかなる金融商品取引所にも上場されない。本社債に関するその

他の条件等については後記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその

他の条件等＞」を参照のこと。 

(注１) 本社債はドイツ銀行ロンドン支店名で発行されるが、本社債はロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行(以

下「発行会社」という。)の債務である。 

(注２) ユーロ市場で募集される本社債の券面総額は、２億円の予定である。 

(注３) 本社債の償還は、2016年９月26日において、後記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等

＞、社債の要項の概要、（２）償還および買入れ、（ａ）満期における償還」に従い、現金償還金額の支払

または償還株式数の交付および端数部分償還金の支払により償還される。満期償還日前の償還については、

後記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）償還および買

入れ、（ｂ）早期償還」を参照のこと。本社債の償還が現金償還金額の支払または償還株式数の交付および

端数部分償還金の支払でなされるかは、償還対象株式の相場（かかる相場には上下動がある。）の変動に

よって左右される。本社債の申込人は、かかる変動から生じるリスクと償還方法に差異が生じることを理解

し、かかるリスクに耐えうる場合に限り、本社債に投資すべきである。なお、その他の事由による繰上償還

については、後記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）

償還および買入れ、（ｏ）特別の事情、違法性および不可抗力による繰上償還」および後記「２ 売出しの

条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（５）債務不履行事由」を参照のこと。 

(注４) 本社債について、発行体の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づき登録された信用格付業者から提

供され、もしくは閲覧に供された信用格付またはかかる信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供され

る予定の信用格付はない。 

ただし、発行体は、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下「ムーディーズ」という。）

よりA３、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「S＆P」という。）よりA、

フィッチ・レーティングス・リミテッド（以下「フィッチ」という。）よりA+の長期発行体格付をそれぞれ

取得しており、本発行登録追補書類提出日（平成26年９月８日）現在、かかる格付の変更はされていない。 

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチは、信用格付事業を行っているが、本発行登録追補書類提出日（平成26

年９月８日）現在、金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者として登録されていない。無登録格付

業者は、金融庁の監督および信用格付業者が受ける情報開示義務等の規制を受けておらず、金融商品取引業

等に関する内閣府令第313条第３項第３号に掲げる事項に係る情報の公表も義務付けられていない。 

ムーディーズ、S＆Pおよびフィッチについては、それぞれのグループ内に、金融商品取引法第66条の27に基

づく信用格付業者として、ムーディーズ・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第２号）、ス

タンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第５号）および

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（登録番号：金融庁長官（格付）第７号）が登録されており、

各信用格付の前提、意義および限界は、インターネット上で公表されているムーディーズ・ジャパン株式会

社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ（http：//www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」を

クリックした後に表示されるページ）にある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲

載されている「信用格付の前提、意義及び限界」、スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン株式

会社のホームページ（http：//www.standardandpoors.com/home/jp/jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無

登録格付け情報」（http：//www.standardandpoors.com/ratings/unregistered/jp/jp）に掲載されている

「格付の前提・意義・限界」およびフィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http：

//www.fitchratings.co.jp）の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されている「信

用格付の前提、意義及び限界」において、それぞれ公表されている。 
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２【売出しの条件】 

 

売出価格 額面金額の100％(注２) 

申込期間 2014年９月８日から2014年９月25日まで 

申込単位 額面50万円 

申込証拠金 なし 

申込受付場所 売出人の日本における本店および各支店等(注１) 

売出しの委託を受けた者の

住所および氏名または名称 
該当事項なし 

売出しの委託契約の内容 該当事項なし 

受渡期日 2014年９月26日(日本時間) 

(注１) 本社債の申込および払込は、各申込人により売出人の定める「外国証券取引口座約款」(以下「約款」とい

う。)に従ってなされる。各申込人は、売出人からあらかじめ約款の交付を受け、約款に基づく取引口座の設

定を申込む旨記載した申込書を提出する必要がある。売出人との間に開設した外国証券取引口座を通じて本

社債を取得する場合、約款の規定に従い本社債の券面の交付は行わない。本社債の償還が後記「２ 売出し

の条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）償還および買入れ、（ａ）満期

における償還」に従い償還株式数の交付によりなされる場合は、償還対象株式の受渡しは日本証券業協会の

定める「保護預り約款」により各購入者が売出人との間に開設した保護預り口座を通じて行われるものとす

る。 

(注２) 本社債の申込人は、受渡期日に売出価格を円貨にて支払う。 

(注３) 本社債は発行会社のエックス・マーケッツ・プログラムに基づき、ユーロ市場で募集され、2014年９月25日

(以下「発行日」という。)に発行される。 

(注４) 本社債は、1933年米国証券法（その後の改正を含む。）（以下「米国証券法」という。）に基づき登録され

ておらず、登録される予定もない。また、本社債の取引は、米国商品取引所法（その後の改正を含む。）

（以下「米国商品取引所法」という。）に基づき米国商品先物取引委員会（以下「CFTC」という。）により

承認されていない。本社債の募集または販売は、米国証券法のレギュレーションSに基づく米国証券法の登録

要件を免除される取引において行われなければならない。本社債またはこれに関する利益は、いかなる時に

おいても、（ⅰ）米国内において、（ⅱ）米国人に対し、米国人の勘定で、もしくは米国人のために（もし

くは米国人を代理して）、または（ⅲ）米国における、米国人に対する、米国人の勘定によるもしくは米国

人のための直接的もしくは間接的な募集、販売、転売、質入れ、行使、償還もしくは引渡しを目的としてそ

の他の者に対し、直接的または間接的に募集し、販売し、転売し、質入れし、行使し、償還しまたは引き渡

してはならない。いかなる本社債も、米国人または米国内の者によりまたはこれを代理して行使または償還

されてはならない。「米国」とは、アメリカ合衆国（その州およびコロンビア特別区を含む。）およびその

属領をいい、「米国人」とは、（ⅰ）米国の居住者である個人、（ⅱ）米国もしくはその下部行政主体の法

律に基づき設立され、もしくは米国にその事業の本拠を有する法人、パートナーシップその他の事業体、

（ⅲ）その収益の源泉に関わらず米国の連邦所得課税の対象である遺産もしくは信託、（ⅳ）信託（米国内

の裁判所が信託の管理につき主たる監督を行うことができ、かつ、一以上の米国の受託者が信託の一切の実

質的な決定を統制する権限を有している場合）、（ⅴ）上記（ⅱ）に記載された法人、パートナーシップそ

の他の事業体の従業員、役員もしくは本人の年金制度、（ⅵ）上記（ⅰ）から（ⅴ）までにおいて記載され

た者により10パーセント以上の割合の受益権が保有されている、主として受動的な投資のために組織された

事業体（当該事業体の運営者がCFTCの規則第４章の所定の要件から非米国人である参加者を理由として免除

される商品先物基金において、当該事業体が主として当該保有者による投資を目的として、組成された場
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合）、または（ⅶ）米国証券法に基づくレギュレーションSにおいて定義されるその他の「米国人」、もしく

は米国商品取引所法ルール4.7に基づく非米国人の定義に該当しない者のいずれかをいう。 

ワラントもしくは証書の行使および／または本社債に関する償還対象株式の現実の交付の前に、本社債の保

有者は、とりわけ、（ⅰ）保有者が米国人ではないこと、（ⅱ）本社債は米国人のために行使されたことが

ないこと、ならびに（ⅲ）いかなる現金および（償還対象株式の現実の交付の場合には）有価証券またはそ

の他の資産も、その行使または償還に関連して、米国内において、または米国人の勘定で、もしくは米国人

のために、譲渡されておらず、譲渡される予定もないことを、表明する必要がある。 

ワラントまたは証書を買付けるいかなる者も、発行体および当該ワラントまたは証書の販売者（販売者が発

行体とは異なる場合）に対して、（ⅰ）買付者が、いかなる時においても、直接的もしくは間接的に、米国

内において、または米国人の勘定でもしくは米国人のために、買付けたワラントまたは証書を募集し、販売

し、転売し、または交付する予定がないこと、（ⅱ）買付者が、米国人の勘定でまたは米国人のために、当

該シリーズのワラントまたは証書を買付けていないこと、および（ⅲ）買付者が、直接的または間接的に、

米国において、または米国人の勘定でもしくは米国人のために、（他の方法により取得された）ワラントま

たは証書を、募集し、販売し、転売し、または引き渡す予定がないことについて、同意するものとみなされ

る。 
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＜売出社債に関するその他の条件等＞ 

用語の定義 

 本書において以下の用語は以下の意味を有する。 

 

 「代理人」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(１）利息、(ａ）代理人」において定めるところ

に従い、ロンドンにおける支店を通じて行為するドイツ銀

行（ドイツ銀行ロンドン支店）（以下「主たる代理人」と

いう。）およびフランクフルト・アム・マインにおける本

店を通じて行為するドイツ銀行（以下、個別にまたは総称

して「代理人」という。）をいう。 

   

 「営業日」とは、 ロンドンおよび東京において商業銀行および外国為替市場

が支払を決済し、かつ一般の営業（外国為替および外貨預

金の取引を含む。）を行っている日（土曜日または日曜日

を除く。）をいう。 

   

 「計算代理人」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(１）利息、(ｂ）計算代理人」の規定に従い、発

行会社をいう。 

   

 「計算日」とは、 ある利払日に関連して、当該利払日の５取引所営業日前の

日をいう。 

   

 「決済機関」とは、 B1210 ブリュッセル、１ブールバード・デュ・ロワ・ア

ルバート11に所在するユーロクリア・バンク・エス・エイ

／エヌ・ブイ（Euroclear Bank S.A/N.V.）（以下「ユー

ロクリア」という。）、L-1855ルクセンブルグ、JFケネ

ディ通り42に所在するクリアストリーム・バンキング・ソ

シ エ テ ・ ア ノ ニ ム （ Clearstream Banking, société 

anonyme）、株式会社証券保管振替機構および発行会社に

よって随時承認され、かつ後記「＜売出社債に関するその

他の条件等＞、社債の要項の概要、(10）通知の方法」に

従い本社債権者に対して通知される追加または代替の決済

機関または決済システムをいう（以下、個別にまたは総称

して「決済機関」といい、かかる用語は、決済機関に代

わって大券を保有する保管機関を含むものとする。）。 

   

 「転換水準」とは、 当初株式水準の100パーセントをいう。 

   

 「利率判定水準」とは、 当初株式水準の85パーセントをいい、計算代理人によって

算定されるところにより、小数第３位を四捨五入する。 
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 「基準日」とは、 満期日の５取引所営業日前の日をいう。 

   

 「受渡明細」とは、 適用ある場合、その氏名もしくは名称について償還株式数

の証明が登録されるべき者および／もしくは権原を証する

書類が引き渡されるべき銀行、証券業者もしくは代理人の

口座明細ならびに／または氏名もしくは名称および住所を

いう。 

   

 「受渡通知」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(２）償還および買入れ、(ｃ）受渡通知」におい

て定義するところによる。 

   

 「混乱時現金決済価格」とは、 各本社債に関して、いずれも合理的な方法により行為する

発行会社によって算定されるところにより、発行会社が選

定する日における当該本社債の公正市場価値から裏付けと

なる関連するヘッジ取引を手仕舞いする発行会社の経費を

控除した価格とする。 

   

 「取引所」とは、 東京証券取引所または、計算代理人によって決定されると

ころにより、当該取引所の後継となる取引所をいう。ただ

し、取引所が償還対象株式の上場を廃止しまたはその他償

還対象株式を含むことを廃止した場合、発行会社は、その

裁量において、取引所となるべき他の取引所または価格決

定システムを指名することができ、その旨後記「＜売出社

債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(10）

通知の方法」に従い通知するものとする。 

   

 「最終計算日」とは、 満期日の５取引所営業日前の日をいう。 

   

 「固定株式数」とは、 償還対象株式の株数をいい、後記「＜売出社債に関するそ

の他の条件等＞、社債の要項の概要、(２）償還および買

入れ、(ｎ）調整条項」の調整に従い額面金額（分子）を

転換水準（分母）により除した商となる。償還対象株式の

端数は、交付されない。ただし、当該端数株式は、端数部

分償還金に転換されるものとする。 

固定株式数は、小数第８位まで四捨五入するものとする。

   

 「端数株式数」とは、 固定株式数から償還株式数を控除した株数をいう。ただ

し、固定株式数が最低取引単位未満である場合において、

端数株式数は、固定株式数に等しいものとする。 
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 「当初株式水準」とは 当初株式水準確定日において、計算代理人によって算定さ

れるところにより、当該日における償還対象株式の公式の

終値をいう。ただし、計算代理人の意見において、当該日

において市場混乱事由が発生した場合、誠実に行為する計

算代理人は、市況の実勢、直近の報告、公表または取引さ

れた価格および計算代理人が関連があると判断するその他

の要素を斟酌して、かかる日における償還対象株式の価格

を算定することによって、当初株式水準を算定するものと

する。 
   
 「当初株式水準確定日」とは、 2014年９月26日をいう。 
   
 「利息金額」とは、 （１）利息開始日（同日を含む。）から2014年12月26日

（同日を含まない。）までの期間に関して、適用ある利

率は年率10.00パーセントであり、本社債額面金額当たり

12,500円が2014年12月26日に支払われる。 

（２）2014年12月26日（同日を含む。）から満期日（同日

を含まない。）までの期間に関して、適用ある利率は、

以下に定めるところに従い、計算代理人によって決定さ

れる。 

（ⅰ）関連する計算日における償還対象株式水準が利率判

定水準以上となる場合、適用ある利率は年率10.00

パーセント（本社債額面金額当たり12,500円）となる

ものとする。 

（ⅱ）関連する計算日における償還対象株式水準が利率判

定水準未満となる場合、適用ある利率は年率0.10パー

セント（本社債額面金額当たり125円）となるものと

する。 

利息金額は、１円単位まで四捨五入するものとする。 

各利息金額は後記の利率の定義における適用利率を用いて

計算される。 
   
 「利息開始日」とは、 2014年９月26日をいう。 
   
 「利払日」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(１）利息」において定めるところ、および変更

後翌営業日の取決めに従い、2014年12月26日（同日を含

む。）から満期日（同日を含む。）までの毎暦年の３月26

日、６月26日、９月26日および12月26日をいう。 
   
 「利率」とは、 ある利払日（同日を含む。）から翌利払日（同日を含まな

い。）までの関連する期間に関して適用ある利率をいう

（四半期毎後払い。１月を30日、１年を360日とする未調

整。）。 
   
 「発行日」とは、 2014年９月25日をいう。 
   
 「発行金額」とは、 額面金額の合計をいい、２億円となる。 
   
 「発行会社」とは、 ドイツ銀行ロンドン支店をいう。 
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 「ノックイン水準」とは、 当初株式水準の70パーセントをいい、計算代理人によって

算定されるところにより、小数点第３位を四捨五入する。

   

 「観察期間」とは、 2014年９月26日（同日を含む。）から最終計算日（同日を

含む。）までの期間をいう。 

   

 「ノックアウト事由」とは、 2014年12月26日における利払日に関連する計算日（同日を

含む。）から満期日における利払日に関連する計算日（同

日を含まない。）までの期間中のいずれかの計算日におい

て、いずれも計算代理人によって算定されるところによ

り、償還対象株式水準がノックアウト水準以上となること

をいう。 

   

 「ノックアウト水準」とは、 計算代理人によって算定されるところにより、当初株式水

準の105パーセントをいい、小数点第３位を四捨五入す

る。 

   

 「市場混乱事由」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(２）償還および買入れ、(ｎ）調整条項」に定め

る各事由をいう。 

   

 「満期日」とは、 2016年９月26日をいう。 

   

 「最低取引単位」とは、 決済機関において決済を行うことができ、ならびに取引所

および／または関連取引所において取引を行うことができ

る償還対象株式の株数をいい、現在100株である。 

   

 「変更後翌営業日の取決め」とは、 満期日またはある利払日（場合による）に関連して、当該

日が営業日ではない日の場合、当該日が営業日である翌日

まで繰延べられるが、これにより翌暦月になる場合はこの

限りではなく、その場合には、かかる日が直前の営業日ま

で繰り上げられることをいう。 

   

 「額面金額」とは、 各本社債に関して、50万円をいう。 

   

 「支払日」とは、 関連する呈示場所、ロンドンおよび東京において商業銀行

および外国為替市場が支払を決済し、かつ一般の営業（外

国為替および外貨預金の取引を含む。）を行っている日

（土曜日または日曜日を除く。）、かつ各決済機関が営業

を行っている日をいう。 

   

 「現金償還金額」とは、 計算代理人によって算定される額面金額の100パーセント

に相当する決済通貨による金額をいう。 

本書において、「元本」という場合、現金償還金額を含む

ものとする。 
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 「償還株式数」とは、 固定株式数以下で、最低取引単位の最大の整数倍をいう。

   

 「参照水準」とは、 最終計算日における償還対象株式水準をいう。 

   

 「関連取引所」とは、 大阪取引所または、計算代理人によって決定されるところ

により、当該取引所の後継となる取引所をいう。 

   

 「端数部分償還金」とは、 計算代理人によって以下のとおり算定される決済通貨によ

る金額をいう。 

端数株式数 × 参照水準 

端数部分償還金は、１円単位まで四捨五入するものとす

る。 

   

 「本社債」とは、 大券によって表章される償還対象株式に関連する総額２億

円を上限とする社債（WKN/ISIN: DB1YRC / XS0461316654）

をいう。「各本社債」という場合、本社債の50万円による

額面をいう。 

   

 「本社債権者費用」とは、 ある本社債に関して、(i）当該本社債に関する償還株式数

の交付および／もしくは送金ならびに／または（ii）当該

本社債に関する償還もしくはその他に係る支払に関連して

発生する適用ある保管機関の手数料または取引手数料、印

紙税、印紙源泉税、発行、登録、証券譲渡および／もしく

はその他の公租公課を含む一切の公租公課ならびに／また

は費用をいう。 

   

 「決済通貨」とは、 日本円をいう。 

   

 「決済混乱事由」とは、 発行会社の意見において、発行会社の支配の及ばない事由

であって、当該事由の結果、関連する償還株式数の交付に

関して関連する時点において発行会社が決定する市場の方

法に従った償還株式数の交付を発行会社が行い得なくなる

事由をいう。 

   

 「償還対象株式」とは、 後記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項

の概要、(２）償還および買入れ、(ｎ）調整条項」に従

い、対象株式会社の普通株式（証券コード 8515.T）をい

う。 

   

 「対象株式会社」とは、 アイフル株式会社をいう。 
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 「償還対象株式水準」とは、 取引所営業日における計算代理人が決定する日における償

還対象株式の公式の終値をいう。ただし、計算代理人の意

見において、計算日において市場混乱事由が発生した場

合、誠実に行為する計算代理人は、市況の実勢、直近の報

告、公表または取引された価格および計算代理人が関連が

あると判断するその他の要素を斟酌して、かかる計算日に

おける償還対象株式の価格を算定することによって、かか

る計算日における償還対象株式水準を算定するものとす

る。 

   

 「取引所営業日」とは、 取引所における取引が平日の通常の終了時刻より前に終了

することが予定されている日を含む取引所および関連取引

所における取引日である日（または市場混乱事由の発生が

なかったとすれば取引日であった日）をいう。 

 

社債の要項の概要 

（１）利息 

 各本社債には、利息開始日（同日を含む。）から各利払日において後払いで支払われる利息を

付す。各利払日は、変更後営業日の取決めに従った調整の対象となるが、ある利払日に対して当

該調整が行われた場合、当該利払日において終了する期間に関して支払うべき利息金額に対する

調整は行われない。 

 各利払日において各本社債に関して支払われる利息の金額は、当該利払日（同日を含まな

い。）に終了する期間に関する利息金額である。 

 各本社債には、その償還の期日（同日を含む。）以後利息は付さない。ただし、期日の到来し

た償還の支払が不当に留保または拒否された場合はこの限りではない。その場合、当該金額の期

日が到来した日から本社債が償還されるまで、引き続き利息は発生するものとする。 

(a) 代理人 

 「代理人」とは、ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行（以下、かかる立場の同社を「主

たる代理人」という。）およびフランクフルト・アム・マイン所在の本店を通じて行為するドイ

ツ銀行をいう。発行会社は、いつでも代理人を交替し、代理人の任命を終了し、追加の代理人を

任命する権限を有する。ただし、主たる代理人の任命の終了は、後任の主たる代理人が任命され

るまで効力を生じないものとし、本社債がいずれかの法域において金融商品取引所に上場され、

または募集された場合、その限りにおいて、各当該法域における各当該金融商品取引所および金

融規制当局の規則により要求される場合、各国に特定の事務所を有する代理人が存在するものと

する。代理人の任命、任命の終了または特定された事務所の変更の通知は、後記「(10) 通知の

方法」に従い、本社債権者に送付されるものとする。各代理人は、発行会社の代理人としてのみ

行為し、かつ本社債権者に対していかなる責任もしくは義務を引き受けるものではなく、または

本社債権者のために、いかなる代理関係もしくは信託関係を有するものではない。代理人により

行われたすべての本社債に関する計算または決定は、（明白な誤りの場合を除き）最終的、終局

的なものであり、かつすべての本社債権者に対して拘束力を有するものである。 

(b) 計算代理人 

 発行会社は、いつでも他の組織を計算代理人（以下「計算代理人」との表記には後任の計算代

理人を含むものとする。）として任命する権限を有する。ただし、現存する計算代理人の任命の

終了は、後任の計算代理人が任命されるまで効力を生じないものとする。計算代理人の当該任命

の終了または任命は、後記「(10) 通知の方法」に従い、本社債権者に送付されるものとする。 
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 計算代理人（発行会社である場合を除く。）は、発行会社の代理人としてのみ行為し、かつ本

社債権者に対していかなる責任もしくは義務を引き受けるものではなく、または本社債権者のた

めに、いかなる代理関係もしくは信託関係を有するものではない。計算代理人により行われたす

べての本社債に関する計算または決定は、（明白な誤りがある場合を除き）最終的、終局的なも

のであり、かつすべての本社債権者に対して拘束力を有するものである。 

 計算代理人は、発行会社の同意を得て、そのいずれかの義務および役割を、計算代理人が適切

と認める第三者に委任することができる。 

(c) 発行会社による決定 

 本社債の要項に基づき発行会社によって行われた一切の決定は、（明白な誤りがある場合を除

き）最終的、終局的なものであり、かつすべての本社債権者に対して拘束力を有するものである。 

 

（２）償還および買入れ 

(a) 満期における償還 

 本社債が早期に償還または買入消却されない限り、かつ本書に定めるところに従い、各本社

債は、各額面金額について、以下に従って償還される。 

（A) 計算代理人が算定するところにより、観察期間中の各取引所営業日において、償還対象

株式水準がノックイン水準以下とならなかった場合、現金償還金額により償還される。 

（B) 計算代理人が算定するところにより、観察期間中のいずれかの取引所営業日において、

償還対象株式水準がノックイン水準以下となった場合、 

①参照水準が転換水準以上の場合、現金償還金額により償還され、 

②参照水準が転換水準未満の場合、償還株式数の交付および端数部分償還金の支払によっ

て償還される。 

 これらの償還は、以下に定めるところに従い、満期日において行われる。満期日は、変更後

営業日の取決めに従った調整の対象となるが、満期日に対して当該調整が行われた場合、現金

償還金額、償還株式数または端数部分償還金に対する調整が行われない。 

(b) 早期償還 

 計算代理人が算定するところにより、ノックアウト事由が発生した場合、本社債が早期に償

還または買入消却されない限り、かつ本書に定めるところにより、各本社債は、計算代理人が

算定する額面金額の100パーセントに相当する決済通貨による金額の支払により、発行会社に

よって償還される。当該償還は、以下に定めるところに従い、ノックアウト事由が発生した計

算日後最初の利払日において行われる。 

 本「(b) 早期償還」が適用される場合、発行会社は、本社債権者に対し、後記「(10) 通知

の方法」に従い通知するものとする。 

(c）受渡通知 

 前記「(a）満期における償還、(B）」に定めるところにより、本社債が償還株式数の交付に

よって償還されるべき場合、ある本社債に関して償還株式数の交付を受けるため、関連する口

座名義人は、適式に記入済みの受渡通知（以下「受渡通知」という。）を、遅くとも基準日に

おける各受領場所の営業終了時までに、関連する決済機関に対して交付し、その写しを主たる

代理人に対して交付しなければならない。 

 受渡通知の様式は、各代理人の指定された事務所から通常の営業時間中に取得することがで

きる。 

 受渡通知については、以下に掲げるとおりとする。 

(ⅰ）当該通知の対象となっている本社債の額面金額を明記するものとする。 

(ⅱ）当該本社債が抹消されるべき決済機関の口座番号を明記するものとする。 
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(ⅲ）決済機関に対して、満期日において当該本社債を当該口座から抹消する旨撤回不能の形

で指図および授権するものとする。 

(ⅳ）混乱時現金決済価格および後記「(ｌ) 配当」に基づき支払われる配当を記録する決済機

関における口座番号を明記するものとする。 

(ⅴ）一切の本社債権者費用を支払う旨の約諾ならびに決済機関に対するこれに関して決済機

関における指定された口座からの抹消および当該本社債権者費用の支払についての授権

を含むものとする。 

(ⅵ）受渡明細を含むものとする。 

(ⅶ）いずれかの適用ある行政手続または法的手続における当該通知の提供を授権するものと

する。 

(d）受渡通知の交付遅延 

 基準日において受領場所の営業終了時より後に受渡通知が関連する決済機関に対して交付さ

れ、または写しが主たる代理人に対して交付された場合、償還株式数は、以下に定める方法に

おいて、関連する利払日または満期日（場合による）の後実務上可能な限り速やかに交付され

る（関連する利払日または満期日（場合による）かこれよりも後であるかにかかわらず、償還

株式数に関連する交付の日を、以下本書の目的において「受渡日」という。）。疑義を避ける

ため付言すると、当該受渡通知（またはその写し）が上記に定めるところにより、基準日の営

業終了時より後に交付されたことにより、当該本社債に関して受渡日が関連する利払日または

満期日（場合による）の後に生じた場合、いかなる本社債権者またはその他の者も、利息であ

るかその他のものであるかにかかわらず一切の支払を受ける権利を有しないものとする。 

 償還株式数の交付によって償還されるべきある本社債に関して、ある本社債権者が上記に定

めるところにより関連する利払日または満期日（場合による）の30日後の日よりも前に受渡通

知を交付せず、またはその交付の手配を行わなかった場合、発行会社は、当該本社債に関する

償還株式数を構成する償還対象株式を、公開市場またはその他において、償還対象株式の公正

市場価値であるべき発行会社がその単独の裁量において決定する価格により、売却する権利を

有するものとし（ただし、これを行う義務を負うものではない。）、その売却代金（以下「実

現株式金額」という。）を、関連する受渡通知の呈示があるまで保有するものとする。上記に

記載の実現株式金額の支払をもって、当該本社債に関する発行会社の義務は免責されるものと

する。 

(e）確認 

 各受渡通知に関して、関連する口座名義人は、主たる代理人が合理的に満足する当該本社債

の保有の証拠を提供しなければならない。 

(f）償還株式数の交付 

 本書において定めるところに従い、償還株式数の交付は、関連する本社債権者の危険負担に

より行われるものとし、また発行会社が償還対象株式に関して慣行に沿うものであると判断す

る方法または当該交付にとって適切であると発行会社が判断するその他の商業的に合理的な方

法において、交付および証明が行われるものとする。発行会社は、本社債権者またはその他の

者について、償還株式数を構成する償還対象株式に関する名義書換済みの株主として、対象株

式会社の株主名簿において名義書換を行う義務を一切負わないものとする。 

(g）決定 

 受渡通知を適切に記入および交付することを怠った結果、当該通知が無効と取り扱われるこ

とがある。当該通知が適切に記入および交付されたか否かに係る決定は、主たる代理人によっ

て行われるものとし、かつ発行会社および関連する社債権者に対して確定的かつ拘束力を有す

るものとする。以下に定めるところに従い、記入されていない、もしくは適切な様式ではない
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と決定された受渡通知、または、該当する場合、本書に定めるところにより決済機関に対する

交付後直ちに主たる代理人に対して写しが送付されなかった受渡通知は、無効であるものとす

る。 

 当該受渡通知がその後に主たる代理人が満足するように訂正された場合、これは当該訂正が

当該決済機関に交付され、かつその写しが主たる代理人に対して送付された時点において新た

な受渡通知が提出されたものとみなされるものとする。 

 主たる代理人が受渡通知が記入されていない、または適切な様式ではないと決定した場合、

主たる代理人は、本社債権者に対して速やかに通知するよう最大限の努力をするものとする。

同社に重過失または故意の不履行が無い場合、発行会社または主たる代理人のいずれも、当該

決定または当該決定の本社債権者に対する通知に関連するこれらの者の作為または不作為につ

いていかなる者に対しても責任を負わないものとする。 

(h）受渡通知の交付 

 上記に定めるとおり、決済機関または主たる代理人（場合による）による受渡通知の受領後、

受渡通知は、撤回することができない。受渡通知の交付後、当該通知の対象となった本社債を

譲渡することはできない。 

(i）本社債権者費用 

 各本社債に関して、これに関する一切の本社債権者費用は、関連する本社債権者が負担する

ものとし、また、(1）ある本社債に関して現金償還金額が支払われる場合において、これに関

する一切の本社債権者費用が発行会社の満足するように支払われるまで一切の支払は、行われ

ないものとし、または(2）ある本社債に関して償還株式数および端数部分償還金の交付および

／または送金が行われるべき場合おいて、これに関する一切の本社債権者費用が発行会社の満

足するように支払われるまでこれらは行われないものとする。 

(j）決済混乱 

 いずれかの本社債に関する償還株式数の本書に従った交付の前に、計算代理人の判断におい

て、決済混乱事由が継続している場合、当該本社債に係る受渡日は、決済混乱事由の継続がな

くなったその後の最初の営業日まで繰延べられるものとする。 

 決済混乱事由を理由として、償還株式数の交付が実現可能ではない限りにおいて、現物の決

済の代わりに、また本書の他の条項にかかわらず、発行会社は、その単独の裁量において、遅

くとも後記「(10）通知の方法」に従い当該選択に係る通知が本社債権者に対して行われた日

の後３営業日目までの混乱時現金決済価格の支払によって、関連する本社債に関する同社の義

務を履行することを選択することができる。混乱時現金決済価格の支払は、後記「(10）通知

の方法」に従い本社債権者に対して通知された方法により行われる。計算代理人は、決済混乱

事由が発生した旨を後記「(10）通知の方法」に従い本社債権者に対して実務上可能な限り速

やかに通知するものとする。 

 決済混乱事由の発生によるある本社債に関連する償還株式数の交付の遅延の場合において、

本社債権者またはその他の者は、ある本社債に関するいかなる支払（利息を含むがこれに限ら

れない。）について何らの権利も有さないものとし、これに関して何らの責任も発行会社に対

して伴うものではない。 

(k）介在期間 

 ある本社債の償還が償還株式数の交付によって行われるべき場合、関連する利払日または満

期日（場合による）の後、発行会社または発行会社の代理人が関連する償還株式数を構成する

償還対象株式の法的な所有者であり続ける期間（以下「介在期間」という。）に関して、発行

会社または他のいかなる者も、(i）関連する本社債権者もしくはその後の当該償還対象株式の

実質的権利者もしくはその他の者に対して、形態の如何を問わずかかる者が当該償還対象株式
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の保有者としての資格において受領する一切の書簡、証明書、通知、回覧もしくは他の書類も

しくは支払を交付し、もしくはその交付を確保する何らの義務も負わず、（ii）介在期間中に

おいて、当該償還対象株式に付与されたいかなる権利（議決権を含む。）を行使し、もしくは

これを行使することを確保する何らの義務も負わず、または（iii）直接であるか間接である

かを問わず、当該介在期間中に発行会社もしくはその他の者が当該償還対象株式の法的な所有

者であったことの結果として、関連する本社債権者もしくはその後の実質的権利者もしくはそ

の他の者が被った一切の損失もしくは損害に関して、関連する社債権者もしくはその後の当該

償還対象株式の実質的権利者もしくはその他の者に対して、いかなる責任も負わないものとす

る。 

(l）配当 

 交付されるべき償還株式数に関する配当は、関連する利払日または満期日（場合による）に

おいて実行される償還対象株式の売却に関する市場慣行に従い、当該配当を受領する当事者に

対して支払われ、また当該償還株式数と同一の方法により交付される。ある本社債権者に対し

て支払われる当該配当は、関連する受渡通知において明記する口座に対して支払われる。 

(m）償還リスク 

 （現金償還金額の支払または償還株式数の交付の方法のいずれであるかを問わず）本社債の

償還は、関連する利払日、満期日または受渡日（場合による）において有効なすべての適用法

令および慣行に従い、また発行会社または代理人のいずれも、当該法令および慣行の結果、す

べての合理的な努力を尽くしてもこれらの者が意図された取引を実現できなかったとしても、

いかなる形の責任も負わないものとする。発行会社または代理人のいずれも、本社債に関連す

る決済機関の履行に関連して、決済機関の作為または不履行に関して、いかなる状況であって

も責任を負わないものとする。 

(n）調整条項 

(ⅰ）市場混乱 

 市場混乱事由が発生した場合、計算代理人は、後記「(10) 通知の方法」に従い本社債権

者に対して実務上可能な限り速やかに通知するものとする。 

 「市場混乱事由」とは、①取引所全体において、もしくは償還対象株式に関するオプ

ション契約もしくは先物契約が取引されている関連取引所においては、償還対象株式に関

するオプション契約もしくは先物契約について、取引所営業日の取引終了時までの30分間

において、（関連する取引所の値幅制限を超えて価格が変動したことまたはその他の理由

により）取引が停止されもしくは取引に制限が課される状態が発生しまたは存在する場合、

または②取引所または関連取引所が所在する国において銀行の営業に関して一般に支払停

止が宣言された場合で、当該停止、制限、または一時停止が計算代理人の判断により重大

とされる場合をいう。 

 この定義の目的において、取引時間および取引日数の制限は、それが関連する証券取引

所の通常の立会時間の公表された変更の結果である場合には、市場混乱事由を構成するも

のではないが、それがなかったとすれば関連する証券取引所が許容する水準を超える値幅

を理由とする日中に発動された取引の制限は、計算代理人によってそのようなものである

と決定された場合、市場混乱事由を構成する。 

(ⅱ）潜在的調整事由 

 対象株式会社による潜在的調整事由の条件の宣言に従い、計算代理人は、当該潜在的調

整事由が償還対象株式の理論的な価値に希薄化または凝縮化をもたらすか否かを決定し、

希薄化または凝縮化をもたらすようであれば、(1)計算代理人がかかる希薄化または凝縮化

に対して適正と決定する一または複数の本社債の要項について対応する調整（もしあれ
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ば）を行い、および(2)かかる調整の効力発生日を決定する。計算代理人は、オプション取

引所において取引される償還対象株式のオプション契約の取引についての当該潜在的調整

事由に関するオプション取引所による調整を参照して、適正な調整を決定することができ

るが、かかる義務を負うものではない。 

 当該調整を行った上、計算代理人は、後記「(10) 通知の方法」に従い、本社債の要項に

対して行われた調整を付言し、また潜在的調整事由の概略を説明して、本社債権者に対し

て実務上可能な限り速やかに通知するものとする。 

 「潜在的調整事由」とは、以下のいずれかの事由をいう。 

① 償還対象株式の分割、併合もしくは種類変更（ただし、合併事由の発生による場合を

除く。）または配当可能利益もしくは準備金の資本組入れもしくは類似の方法による既

存の株主に対する償還対象株式の無償交付もしくは分配。 

② 償還対象株式の株主に対する(a) 償還対象株式の分配または配当、(b) 償還対象株式

の株主に対する支払と同順位で、または当該支払に比例して、対象株式会社の分配また

は配当および／もしくは残余財産の支払を受ける権利を付与するその他の株式もしくは

有価証券の分配または配当、または(c)その他の有価証券、権利、ワラントもしくはその

他の資産の分配または配当であって、いずれの場合においてもそれらの対価（金銭か否

かを問わない。）が計算代理人の決定するその時点での市場価格より低い場合。 

③ 特別配当。 

④ その原資が利益からまたは資本からによるかを問わず、また、買取りの対価が金銭、

有価証券その他であるかを問わず、対象株式会社による償還対象株式の買取り。 

⑤ 上記以外で、計算代理人の判断するところにより、償還対象株式の市場価値に希薄化

または凝縮化をもたらすその他類似の事由。 

(ⅲ）上場廃止、合併事由、国有化および支払不能事由 

 合併事由、上場廃止、国有化または支払不能が当該償還対象株式について発生した場合、

発行会社は以下の①、②または③に記載されるいずれかの措置をとることができる。 

① 計算代理人に対して、合併事由、上場廃止、国有化または支払不能（場合による）に

対応する本社債の要項について適切な調整（もしあれば）を誠実に決定し、当該調整の

効力発生日を決定することを求める。計算代理人は、オプションの取引所において取引

される償還対象株式のオプション契約の取引による合併事由、上場廃止、国有化または

支払不能に関する調整を参照して、適正な調整を決定することができるが、かかる義務

を負うものではない。 

② 後記「（10）通知の方法」に従い、本社債権者に対して通知を行うことにより本社債

を消却することができる。本社債が消却される場合、発行会社は、各社債権者が保有す

る各本社債につき一定額を各社債権者に支払うことになり、かかる金額は、合併事由、

上場廃止、国有化または支払不能（場合による）を考慮したうえで、いずれも計算代理

人によって算定されるところにより、償還対象株式の公正市場価値から、発行会社の

ヘッジの取決めの手仕舞いに係る経費を控除した金額となる。支払は、後記「（10）通

知の方法」に従い本社債権者に通知される方法で行われる。 

③ 計算代理人がその単独の裁量により選択する取引所または値付システム（以下「オプ

ション取引所」という。）における償還対象株式のオプションの決済条項に対する調整

に従い、計算代理人が決定する日現在有効なもので、オプション取引所によりなされる

対応する調整の効力発生日となる一または複数の本社債の要項に対応する調整を計算代

理人に要求する。償還対象株式についてのオプションが、オプション取引所において取

引されない場合、計算代理人は、計算代理人が適正と決定する一または複数の本社債の
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要項（もしあれば）に対して、オプション取引所により定められた規則および先例（も

しあれば）を参照して、合併事由、上場廃止、国有化または支払不能（場合による）を

考慮したうえで、当該オプション取引がなされた場合にオプション取引所により行われ

たであろう調整をする。 

 合併事由、上場廃止、国有化または支払不能の発生後、計算代理人は、後記「(10) 通知

の方法」に従い、合併事由、上場廃止、国有化または支払不能（場合による）の発生を付

言し、その詳細およびこれに関連して行うことを予定している措置を伝達して、本社債権

者に対して実務上可能な限り速やかに通知するものとする。ただし、上記のいずれかの事

由が発生した時点とそれが本社債権者に対して報告される時点との間には多少の遅延が必

然的に生じることがあることを本社債権者は認識すべきである。 

 「上場廃止」とは、株式が何らかの理由で取引所への上場を廃止し、当該上場廃止の日

付時点で、発行会社が容認する他の公認の取引所もしくは値付システムに上場されていな

いことをいう。 

 「支払不能」とは、対象株式会社の任意もしくは強制的清算、破産、支払不能またはこ

れらに類する手続きを理由として、①すべての償還対象株式が管財人、清算人もしくはそ

の他類似の役職者への移譲を要求され、または②償還対象株式の所有者が当該株式の譲渡

を法律上禁じられることをいう。 

 「合併期日」とは、合併事由に関し、償還対象株式（株式公開買付けの場合において買

付人により所有または支配されるものを除く。）の所有者全員がその所有する株式の譲渡

に同意するかまたは取消不能の形で譲渡の義務を負うことになる日をいう。 

 「合併事由」とは、①発行済みの償還対象株式すべての譲渡もしくは取消不能の譲渡に

係る約定をもたらす償還対象株式の種類変更もしくは変更、②他の法人ともしくは他の法

人への対象株式会社の新設合併、吸収合併もしくは合併（対象株式会社が存続法人であっ

て、すべての発行済み償還対象株式の種類変更もしくは変更をもたらさない新設合併、吸

収合併もしくは合併を除く。）または③発行済みの償還対象株式すべて（買付人によって

所有もしくは支配される株式を除く。）の譲渡もしくは譲渡に係る約定をもたらす他の方

法による償還対象株式の公開買付けであって、それぞれの場合、合併期日が償還日以前の

場合をいう。 

 「国有化」とは、対象株式会社の全ての株式または全部もしくは実質的に全部の資産の

国有化、収用または他の方法での政府機関、政府当局もしくは政府系法人への移転が要求

されることをいう。 

(o) 特別の事情、違法性および不可抗力による繰上償還 

 発行会社が発行会社の制御できない理由によって、(ⅰ)本社債に関する義務の全部もしくは

一部を履行することが違法もしくは実行不能であると判断した場合、または(ⅱ)発行会社が本

社債にかかるヘッジのための取引を維持することが適法または実行可能ではなくなったと判断

した場合、発行会社は、発行会社の裁量により、本社債権者に対して後記「（10）通知の方

法」に従った通知をすることによって、本社債を繰上償還することができる（ただし、かかる

義務を負うものではない。）。 

 本書「第２ 売出要項、２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞」に記載

の本社債に関する条件（以下「本社債の要項」という。）に効力を有しない条項がある場合、

他の条項の効力には一切影響はないものとする。 

 発行会社が本社債を繰上償還した場合、発行会社は、適用ある法令で許容される限りにおい

て、各本社債権者に対して、かかる違法または実行不能な状況において本社債が有する適正な

市場価値から、関連するヘッジのための取引の終了にかかる発行会社のコストを差し引いた金



 - 22 -

額を各本社債について支払う。上記の金額は、計算代理人がその単独のかつ絶対的な裁量に

よって決定する。 

 本社債権者に対する支払の方法は、後記「（10）通知の方法」に従って通知される。 

(p) 本社債の買入れ 

 発行会社は、いつでもその選択により、公開市場で、または公開買付けもしくは相対取引の

方法で、本社債を買入れることができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。発行

会社は、買入れた本社債を保有、転売または消却することができる。 

(q) 発行会社の交替、事務所の変更 

 発行会社、または発行会社と交替した会社は、いつでも、以下の条件に従う限りにおいて、

本社債権者の同意を得ずに、本社債に基づく債務の主債務者たる地位を発行会社の子会社また

は関連会社（以下「代替会社」という。）と交替することができる。 

（ⅰ) 本社債に関する代替会社の債務が、ドイツ銀行によって保証されること（同社が代替会

社である場合を除く。）。 

（ⅱ) 本社債が、代替会社の適法、有効かつ拘束力ある義務であることを確保するために必要

となる行為、条件および事柄（必要となる同意の取得を含む。）が、実施、充足および

実行され、かつ完全に効力を有していること。 

（ⅲ) 発行会社がかかる交替の日の少なくとも30日前に後記「（10）通知の方法」に従った通

知を本社債権者に対して行うこと。 

 交替が発行会社についてなされた場合、本社債の要項における発行会社への言及は、以後代

替会社についての言及と解釈されるものとする。 

 発行会社は、本社債権者に対して後記「（10）通知の方法」に従った通知を行うことにより、

本社債に関する業務を取り扱う事務所を、かかる通知で特定される日に変更する権利を有する。

ただし、かかる通知が行われるまでは、一切変更が行われてはならない。 

 

（３）支払 

(a) 支払の方法 

 以下に定めるところに従い、本社債に関する本社債権者への全ての支払は、本社債権者に対

して分配を行うため、発行会社のため、代理人が決済機関に対する送金を行うことにより行わ

れる。決済機関に対する支払は、当該決済機関の規則に従って行われる。 

 発行会社は、決済機関またはその指図先に対して支払を行うことにより、そのように支払わ

れた金額に関して、支払義務を免責される。決済機関に本社債の一定数の保有者として登録さ

れている者は、発行会社が関連する決済機関またはその指図先に対して行った支払について、

関連する決済機関に対してのみ、当該各支払に係るその者の持分に関して、分配を求める権利

を有する。 

 本社債に関する全ての支払は、支払地において適用ある財務その他の法令および後記

「（８）課税上の取扱い」の規定に従うものとする。 

 決済機関の規則により、本社債権者への支払が決済通貨によって行うことができない場合に

は、当該支払は当該決済機関が証券保有者への支払に主に利用する通貨によって行われるもの

とし、決済通貨からの換算は、計算代理人が適切であると合理的に判断する情報源を参照して、

計算代理人が算定する為替相場を用いて行うものとする。 

(b) 呈示 

 本社債券に関する元金および利息（もしあれば）の支払は上記(1)に規定する方法および大

券に規定された方法により、いずれかの代理人の特定の事務所において、大券の呈示または引

渡（場合による）と引き換えに行われる。大券の呈示または引渡と引き換えに行われた支払の
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記録は、各代理人が元本の支払と利息（もしあれば）の支払を区分した上で大券上に行い、か

かる記録は当該支払がなされたか否かについての一応の証拠となるものとする。 

 本社債券の保有者が元本および／または利息の支払を受ける権原を持つ唯一の者とし、発行

会社は、本社債券の保有者に対してなした支払について免責される。決済機関に本社債の一定

額の保有者として登録されている者は、発行会社が本社債券の保有者またはその指図先に対し

て行った支払について、関連する決済機関に対してのみ、当該各支払に係るその者の持分に関

して、分配を求める権利を有する。 

(c) 支払日 

 本社債に関する期日の到来した金額に係る支払の日が支払日でない場合、本社債権者は、関

連する支払場所における翌支払日まで支払を受領できないものとし、当該遅延に関する追加の

利息またはその他の支払を受領する権利を有さないものとする。 

 

（４）パリ・パス条項 

 本社債は発行会社の非劣後的かつ無担保の契約上の債務であり、相互に同順位であり、かつ、

本社債が発行される日現在において、発行会社の他のすべての現在および将来の無担保かつ非劣

後的債務（契約に基づくもの）と同順位である。ただし、法令上の優先債務およびその他法令に

より優先される債務を除く。 

 

（５）債務不履行事由 

 各本社債権者は、下記のいずれかの事由が発生し存続する場合、保有する本社債につき直ちに

償還金額に未払利息（もしあれば）を付して償還することを、発行会社の通常の営業時間内にお

ける通知により請求することができる。 

（ⅰ）支払義務の不履行：発行会社が本社債に関する支払を支払期日から30日以内に行わないと

き。 

（ⅱ）他の義務の不履行：発行会社が本社債に基づく他の義務を履行せず、かつかかる不履行が、

発行会社が発行済本社債の額面総額の10分の１以上を有する本社債権者から通知を受領し

てから60日間を超えて継続したとき。 

（ⅲ）支払停止：発行会社が一般的に支払を停止したとき。 

（ⅳ）倒産等：発行会社の設立地を管轄する裁判所が破産または破産もしくは類似手続の回避の

ための和議手続を発行会社の資産に対して開始し、または発行会社が発行会社の資産に関

し当該手続の開始を申請したとき。 

 

（６）社債権者集会に関する事項 

 本社債に関する2014年９月８日付募集目論見書（Offering Circular）には、特別決議により

本社債の要項の規定を修正することを含む本社債に関する事項を検討するため社債権者集会を招

集する規定が存在する。社債権者集会の特別決議により承認された場合、本社債の要項の修正を

行うことが可能となる。発行会社は社債権者集会を招集することができ、また、発行済本社債の

額面総額の10分の１を下回らない本社債を保有する本社債権者の書面による請求がある場合、発

行会社は社債権者集会を招集する。特別決議を行う社債権者集会の定足数は、発行済本社債の額

面総額の過半数以上を保有するもしくはこれを代表する２人以上の適格者（本社債についての投

票用紙の保有者および投票指示書において指名された代理人）の出席、または延期された社債権

者集会では、保有数に関わりなく、２人以上の適格者の出席とする。ただし、本社債の要項の特

定部分の変更については、発行済本社債の額面総額の４分の３以上を保有するもしくはこれを代

表する２人以上の適格者の出席、または延期された社債権者集会では、発行済本社債の額面総額
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の４分の１以上を保有するもしくはこれを代表する２人以上の適格者の出席する社債権者集会に

おける特別決議をもってなしうるものとする。かかる社債権者集会で可決されたいかなる特別決

議も、出席の有無にかかわらず、すべての本社債権者を拘束する。「特定部分の変更」とは、本

社債に関する元本もしくは利息の定められた支払日の変更、本社債に関するいずれかの日に支払

われる元本もしくは利息の減額もしくは支払の中止、本社債に関する利息もしくは支払金額の計

算方法もしくは当該支払日の変更、本社債における支払通貨の変更、社債権者集会の特別決議の

可決に必要な要件の変更、特別決議にかかる提案がなされる社債権者集会の延期に関する規定の

変更、または本社債の要項の特定部分の変更の取扱に関する条項の変更をいう。 

 

（７）本社債の要項の変更 

 発行会社は、以下に定める場合、適用法によって許容される範囲において、本社債の要項の企

図された商業的な目的を維持または保護するために、発行会社が合理的に必要と認識する方法に

よって、本社債権者の同意を得ずに、本社債の要項を変更することができる。変更が(ⅰ)本社債

権者の利益に重大な悪影響を及ぼすものではない場合、(ⅱ)形式的、些末的もしくは技術的なも

のである場合、(ⅲ)明白な誤りを訂正するものである場合または(ⅳ)本社債の要項に含まれる不

完全な条項を治癒、訂正、もしくは補充することを意図する場合。 

 かかる変更に関する通知は、後記「（10）通知の方法」に従って本社債権者に対して行われ、

通知の不達または不受領は、かかる変更の効力に何ら影響を及ぼさない。 

 

（８）課税上の取扱い 

(a) 総論 

 本社債の買主および／または売主は、譲渡が行われる国の法律および実務慣行に従って、本

社債の発行価額または購入価額（もし異なる場合）に加えて、印紙税およびその他の費用を支

払わなければならない場合がある。 

 本社債に関わる取引（購入、譲渡、権利の行使もしくは不行使または償還を含む。）、本社

債に関する利息の発生または受領、および本社債権者の死亡は、本社債権者および本社債の購

入予定者にとって課税の要因となる場合がある。これらの事由は、とりわけ本社債権者および

本社債の購入予定者の税務上の立場により、特に印紙税、印紙税準備税、所得税、法人税、営

業税、キャピタルゲイン課税、源泉徴収税、連帯課徴金および相続税に関係しうる。 

 各本社債に関して、本社債権者は本社債の要項で定められるすべての社債権者費用を支払わ

なければならない。本社債に関するすべての支払、または（場合により）引渡しは、いかなる

場合においても、適用あるすべての財政関連法令その他の法令（適用される限り、一切の公租

公課のまたはこれを理由とする控除または源泉徴収を義務付ける法律を含む。）に従うものと

する。関連する本社債権者が保有する本社債の所有、譲渡、支払に係る呈示および払戻しまた

は本社債の執行の結果としてまたは関連して課される、すべての公租公課、源泉徴収その他一

切の支払について、発行会社は、責任またはその他支払義務を負わず、当該本社債権者が責任

を負い、かつ／または支払うべきものとし、また発行会社によってなされるすべての支払は、

それらを行い、支払い、源泉徴収し、または控除することが必要とされるすべての公租公課、

源泉徴収その他一切の支払に従いなされるものとする。各本社債権者は、当該保有者の本社債

に関して、上記の公租公課、源泉徴収その他の支払について、発行会社が被るまたは発行会社

に発生する損害、費用その他一切の責任を補償するものとする。 

 本社債の購入予定者は、本社債に関わる取引の税務上の帰結について、自らの税務顧問に相

談することが望ましい。 
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(b) ルクセンブルグの税制 

 以下の要約はルクセンブルグで現在有効な法律に基づいているが、法律上または税務上の助

言となることを意図しておらず、また、かかる助言と解釈されないものとする。したがって、

本社債への投資予定者は、自らが服する可能性がある国、地域または外国の法律（ルクセンブ

ルグの税法を含む。）の効果について自らの専門的アドバイザーに相談すべきである。 

 

（Ⅰ）本社債の非居住保有者 

 本書の日付現在において有効なルクセンブルグの一般的な税法上、本社債の非居住保有者に

ついては、元金、プレミアムまたは利息の支払に源泉徴収税は課されず、本社債について発生

済で未払の利息についても源泉徴収税は課されず、また、本社債の非居住保有者に保有される

本社債の償還または買戻し時に支払われるべきルクセンブルグの源泉徴収税も課されない。 

 ただし、2005年６月21日のルクセンブルグ法（以下「2005年６月法」という。）（かかる

2005年６月法により、利息支払の形式による貯蓄収入に対する課税に関する2003年６月３日付

の理事会通達2003／48／ECが実施され、ルクセンブルグおよびEU加盟国の特定の旧植民地およ

び海外領土（以下「領土」という。）との間で調印した条約が批准された。）に基づき、ルク

センブルグに設立された支払代理人により行われ、または帰属させられた、実質的所有者であ

る個人もしくは居住事業体（2005年６月法により定義され、ルクセンブルグ以外のEU加盟国も

しくは領土の居住者もしくはかかる地域で設立された者をいう。）に対してもしくはその直接

的な利益のために行われる利息または同様の収益の支払は、源泉徴収税の対象となる。ただし、

関連する受領者が、関連する支払代理人に対して、関連する利息または同様の収益の支払の内

容を自らの居住地もしくは設立地の国の財務当局に対して提供する旨の適切な指示を行ってい

る場合、および、（実質的所有者の個人の場合には）関連する支払代理人に対して、自らの居

住国の財務当局が発行した納税証明書を要求される形式にて提供している場合はこの限りでな

い。源泉徴収税が適用される場合、かかる税は35％の税率で課税される。ルクセンブルグの支

払代理人が税の源泉徴収についての責任を負う。2005年６月法に従い発生する本社債に基づく

利息の支払は、現在のところ、20％の源泉徴収税の対象となる。 

 

（Ⅱ）本社債の居住保有者 

 現在有効なルクセンブルグの一般的な税法上、本社債のルクセンブルグ居住保有者について

は、元金、プレミアムまたは利息の支払に源泉徴収税は課されず、本社債について発生済で未

払の利息についても源泉徴収税は課されず、また、本社債のルクセンブルグ居住保有者に保有

される本社債の償還または買戻時に支払われるべきルクセンブルグの源泉徴収税も課されない。 

 ただし、2005年12月のルクセンブルグ法（以下「2005年12月法」という。）に基づき、ルク

センブルグに設立された支払代理人により行われ、または帰属させられた、ルクセンブルグに

居住する実質的所有者である個人に対して、もしくはその利益のために行われる利息または同

様の収益の支払は、10％の源泉徴収税の対象となる。実質的所有者が自らの個人財産の運用の

過程で行為している個人である場合、かかる源泉徴収税は、所得税から完全に控除される。ル

クセンブルグの支払代理人が税の源泉徴収についての責任を負う。2005年12月法に従い発生す

る本社債に基づく利息の支払は、10％の源泉徴収税の対象となる。 

 

(c) ドイツにおける印紙税および源泉徴収税 

 本項は、印紙税および源泉徴収税に関する一般的な説明のみを意図するものであり、本書の

日付時点の制定法およびドイツの税務当局の慣行に基づくものである。以下の説明はドイツに
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おける税務のうち、本社債に適用されうる特定の側面を要約したものであって、本社債の購入、

所有、譲渡または償還の判断に関連しうるすべての税務事項を包括的に記載したものではない。

特に、本項における一般的な要約は、特定の買主が該当しうる特定の事実関係または状況を考

慮していない。本社債の購入予定者は、本社債の購入、所有、譲渡、権利の行使もしくは不行

使または償還についての税務上の立場について疑問を持った場合には、それぞれの状況に応じ、

自らの税務顧問に相談をすべきである。 

 本社債の発行、作成、および交付の場所にかかわらず、本社債の購入または販売について、

ドイツの印紙税、付加価値税、または類似の税金もしくは費用は課されない。 

 本社債権者に対する利息の支払(もしあれば)が、事務所がドイツにある代理人によって行わ

れる場合、ドイツにあるその他の金融機関によって行われる場合、または発行会社によってド

イツから行われる場合には、源泉徴収税が課されうる。 
 

(d) 英国における印紙税および源泉徴収税 

 本項は、一般的な説明のみを意図するものであり、現時点の制定法および英国国内歳入実務

に基づくものである。以下の説明は英国における税務のうち、本社債に適用されうる特定の側

面を要約したものであって、本社債の購入、所有、譲渡または償還の判断に関連しうる全ての

税務事項を包括的に記載したものではない。特に、本項における一般的な要約は、特定の買主

が該当しうる特定の事実関係または状況を考慮していない。本社債の購入予定者は、本社債の

購入、所有、譲渡、権利の行使もしくは不行使または償還についての税務上の立場について疑

問を持った場合には、それぞれの場合に応じ、自らの税務顧問に相談をすべきである。 

 本社債券は、支払の対価または本社債の価格に対して、英国印紙税が発行時に課税される証

書に該当しうることを、本社債の購入予定者は認識すべきである。しかしながら、本社債券は

英国外で作成および交付され、権利実現以外の目的で英国内に持ち込まれる予定はない。本社

債券が英国外で保有される限りにおいて、英国印紙税またはこれにともなう利息もしくは罰金

を支払う必要はない。しかしながら、仮に本社債券が（例えば、権利実現の目的において）英

国内に持ち込まれた場合には、本社債券について英国印紙税を支払う必要が生じうる（ただし、

除外事由または免除事由に該当しうる。）。さらに、英国外で作成される本社債券がその後英

国に持ち込まれ、印紙が貼られる場合、本社債券作成の日から30日以内に印紙が貼られない限

り（この期間内に印紙が貼られた場合には利息は発生しない。）、本社債券作成の日から30日

経過した日から印紙が貼られた日までの期間に対応する利息が、未払いの印紙税額について発

生する。英国外で本社債券が作成され、その後英国に持ち込まれて印紙が貼られる場合には、

本社債券が英国に持ち込まれてから30日以内に印紙が貼られる限り、罰金は発生しない。本社

債券に英国印紙税が課される場合、適法に印紙が貼られない限り、英国の裁判所における民事

手続においては、（刑事手続と異なり、）本社債券に証拠能力は認められない。ただし、英国

歳入関税庁が最近、現金で決済されるワラントについて、発行時に印紙税を課さない旨を示唆

したことに留意されたい。本社債はワラントのいくつかの特徴を有している（何らかの金額が

保有者に支払われる前の権利行使のための要件等）。ただし、本社債のその他の特徴はワラン

トと似ていない（発行会社の買戻権等）。歳入関税庁は、印紙税の目的において、本社債をワ

ラントとして扱う準備をしている可能性があり、かかる場合には発行時に印紙の貼付の対象と

はならない。 

 本社債の買主は、本社債の購入価格に加えて、購入した国の法律および実務慣行に従って、

印紙税およびその他の公租公課を支払わなければならない場合がある。 

 本社債について支払われる利息、本社債の発行時割引、および／または本社債の償還もしく

は権利の行使による手取金については、英国源泉徴収税は課されない。 
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(e) 日本国の租税 

 本社債に投資しようとする投資者は、各投資者の状況に応じて、本社債に投資することによ

るリスクや本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談すること

が望ましい。 

 日本国の租税に関する現行法令(以下「現行法令」という。)上、本社債は公社債として取り

扱われるべきものと考えられる。仮に現行法令上、本社債が公社債として取り扱われなかった

場合には、本社債に対して投資した者に対する課税上の取扱いは、以下に述べるものと著しく

異なる可能性がある。 

 さらに、現行法令上本社債のように支払が不確定である債券に関して、その取扱いを明確に

規定したものはない。将来、日本の税務当局が支払が不確定である債券に関する追加的な取扱

いを取り決めたり、あるいは日本の税務当局が現行法令について本項で述べた取扱いとは異な

る解釈をし、その結果本社債に対して投資した者の課税上の取扱いが、以下に述べるものと著

しく異なる可能性がある。 

 以上を前提として、本社債の利子は、現行法令の定めるところにより、一般的に利子として

課税される。日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本社債の利子は、それが国内にお

ける支払の取扱者を通じて支払われる場合には、現行法令上20.315％(15.315％の国税と５％

の地方税)の源泉所得税を課される。居住者においては、当該源泉税の徴収により課税関係は

終了する。内国法人においては、当該利子は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の

課税対象となる。ただし、当該法人は当該源泉徴収税額を、一定の制限の下で、日本国の所得

に関する租税から控除することができる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年１月１

日以後に支払を受けるべき本社債の利子は、原則として20.315％（15.315％の国税と５％の地

方税）の税率による申告分離課税の対象となる。 

 本社債の満期償還により支払を受ける金額が本社債の取得価額を超える場合のその差額は、

明確な規定はないため疑義無しとはしないが、償還差益(不足する場合は、償還差損)として取

り扱われるものと思われる。償還差益として取り扱われた場合は、所得が日本国の居住者に帰

属する場合は雑所得として取り扱われ、総合課税の対象となる。個人の総合課税の税率は超過

累進税率となっており、現行法令上の最高税率は50.84％(40.84％の国税と10％の地方

税)(2015年分以後については55.945％(45.945％の国税と10％の地方税))である。また当該償

還差益が日本国の内国法人に帰属する場合は、償還差益は課税所得に含められ日本国の所得に

関する租税の課税対象となる。さらに、上記差益のうち、償還金額と額面金額の差額部分につ

いて利子所得とする見解もある(ただし、売出時に本社債を取得した投資者が償還期限まで保

有する場合は償還差益は発生しない。)。償還差損については、日本国の居住者に帰属する場

合、明文の規定はないが、課税所得の計算上考慮されないもの(家事上の損失)として取扱うの

が相当であるという国税庁の職員の見解が示されている。また、償還差損が日本国の内国法人

に帰属する場合は、当該償還差損は日本国の所得に関する租税の課税対象となる所得から差し

引かれる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年１月１日以後に本社債の償還を受けた

場合には、その償還差益は20.315％（15.315％の国税と５％の地方税）の税率による申告分離

課税の対象となり、償還差損については、一定の条件で、他の社債や上場株式等の譲渡所得等

と損益通算を行うことができる。 

 日本国の居住者である個人が本社債を譲渡した場合の取扱いは明確ではない。１つの見解は、

本社債を譲渡した場合に生じる譲渡益は非課税になる、というものである。また別の見解とし

て、本社債は利子が支払われる公社債でその利子の計算期間が１年を超えるものまたはその利

子の計算期間のうちに１年を超える利子の計算期間があるもの、に該当する可能性、および利

子の利率のうち最も高いものを最も低いもので除して計算した割合が100分の150以上になる可

能性、があるため、租税特別措置法第37条の16および租税特別措置法施行令第25条の15に基づ

き本社債を譲渡したことによる所得は、総合課税の譲渡所得とされる、という取扱いが考えら

れる。また、内国法人が本社債を譲渡した場合に生じる譲渡所得は課税所得に含まれ日本国の

所得に関する租税の課税対象となる。上記にかかわらず、日本国の居住者が2016年１月１日以

後に本社債を譲渡した場合には、その譲渡益は20.315％（15.315％の国税と５％の地方税）の
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税率による申告分離課税の対象となり、譲渡損については、一定の条件で、他の社債や上場株

式等の譲渡所得等と損益通算を行うことができる。 

 なお、本社債の償還が償還対象株式によってなされる場合、原則として、租税特別措置法通

達（所得税関係）37の10－９の３のとおり、償還の日における償還対象株式の株価終値が償還

対象株式の取得価額となる。 

 本社債に関わる利子および償還差益で、日本国の非居住者および日本国に恒久的施設を持た

ない外国法人に帰属するものは、通常日本国の所得に関する租税は課されない。同様に、本社

債の譲渡により生ずる所得で非居住者および日本国に恒久的施設を持たない外国法人に帰属す

るものは、日本国の所得に関する租税は課されない。 
 

（９）準拠法 

 本社債については英国法を準拠法とし、同法に従って解釈される。いかなる者も、本社債のい

かなる条項または条件を強制する権利を1999年契約(第三者の権利)法に基づいて保有することは

ない。しかし、このことは、同法とは関係なく存在するまたは行使可能であるいかなる者の権利

または救済手段にも影響を及ぼすものではない。 
  

（10）通知の方法 

 決済機関からの本社債権者に対する通知のために決済機関に対して交付された通知は、本社債

権者に対する通知として有効なものとする。ただし、本社債がいずれかの金融商品取引所に上場

され、またはいずれかの法域で公募されている限りにおいて、本社債権者に対する全ての通知は、

各金融商品取引所および各法域の規則および法令に従って公告されるものとする。 

 上記に従ってなされた通知は、決済機関に対して交付された場合には、当該決済機関(決済機

関が複数の場合には全ての決済機関)宛てに交付されてから3日目に効力を生じる。公告がなされ

た場合には(交付したか否かにかかわらず)公告日に、複数回公告された場合には最初に公告され

た日に、もし複数の新聞において公告する必要がある場合には全ての新聞に最初に掲載された日

に、それぞれ効力を生じる。 
  

（11）その他 

発行会社による決定 

 本社債の要項に基づき発行会社によって行われた一切の決定は、(明白な誤りがある場合を除

き)最終的、終局的なものであり、かつ本社債権者に対して拘束力を有するものとする。 
  

＜本社債についてのリスク要因＞ 

 本社債への投資のリターンは、日本の株式市場の動向により影響を受ける。かかるリスクに耐え、

かつ、そのリスクを評価しうる経験豊富な投資者のみが、本社債の投資に適している。本社債への

投資を予定する投資者は、本社債へ投資することが適当か否か判断する際に、主に以下のリスク要

因を検討するべきである。ただし、以下の記載は、本社債に関連するすべてのリスクを完全に網羅

することを意図したものではない。 

 以下に記載する一つまたは複数の要因の変化によって、投資者の受け取る本社債の償還額または

売却時の手取金は、投資元本金額を下回る可能性がある。 
 

本社債に関連する固有のリスク要因 

元本毀損リスク 

 本社債は、早期償還条項が適用されずに、観察期間中のいずれかの取引所営業日において、償還

対象株式水準がノックイン水準以下となったと計算代理人が決定した場合（以下「ノックイン事

由」という。）、満期償還は、償還株式数に等しい株式数の償還対象株式の交付および端数部分償

還金の支払（もしあれば）となる。その場合、各本社債の満期償還額は、当初投資された額面金額

を下回る（最小でゼロとなる）可能性がある。 

 また、償還対象株式に関連して合併、上場廃止、国有化、支払不能その他の事由が発生した場合、

満期償還価値が著しく減少する可能性がある。 
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投資利回りリスク 

 上記「元本毀損リスク」に記載のとおり、満期償還価値が額面金額を下回る場合には、本社債の

投資利回りがマイナスになる（すなわち、投資者が損失を被る）可能性がある。また、経済環境の

変化により、将来、本社債よりも有利な条件の社債が同一の発行会社から発行される可能性もある。

なお、かかる高い利息が得られる可能性の代わりに、本社債権者は、償還対象株式の株価の下落に

よりノックイン事由が発生した場合に、額面金額を下回る価値で償還がなされるリスクを負担して

いる。 
 

配当 

 満期償還日前に支払われる償還対象株式の配当およびその再投資により得られる金額は、本社債

の保有者には支払われない。したがって、本社債が満期償還日前に償還されることがなくとも、ま

た満期償還が償還対象株式の交付および端数部分償還金の支払によることとなっても、本社債を所

有することにより満期償還日に得られる投資リターンは、投資時に償還対象株式を保有した場合と

同じとはならない。 
 

早期償還リスク 

 本社債は、2014年12月26日における利払日に関連する計算日（同日を含む。）から満期日におけ

る利払日に関連する計算日（同日を含まない。）までの期間中のいずれかの計算日における償還対

象株式について、償還対象株式水準がノックアウト水準（当初株式水準の105パーセント）以上の

場合、ノックアウト事由が発生した計算日後最初の利払日において、自動的に額面金額の100パー

セントで早期償還される。その際に早期償還された償還額を再投資した場合に、早期償還されない

場合に得られる本社債の利金と同等の利回りが得られない可能性（再投資リスク）がある。 
 

不確実な流通市場 

 本社債の活発な流通市場は確立されていない。日本国における売出しに関連する発行会社、その

関連会社および売出人は、本書に基づいて売り出された本社債につき買取る義務を負うものではな

い。また、発行会社、その関連会社および売出人は、特に必要性が認められない限り、本社債権者

向けに流通市場を創設するために本社債の売買を行う予定もない。したがって、本社債は非流動的

であるため、本社債権者は、本社債をその償還前に売却することができない場合がありうる。仮に

本社債を売却することができたとしても、その売却価格は、償還対象株式の市場価格、償還対象株

式または本社債の発行会社の財務状況、市場状況やその他の要因により、当初の投資額を著しく下

回る可能性がある。 
 

受渡リスク 

 本社債の償還時に決済混乱事由が生じた場合、本社債の償還が遅延する可能性がある。 
 

信用リスク 

 発行会社の財務・経営状況が著しく悪化した場合、発行会社の本社債の元利金の支払に悪影響を

及ぼす可能性がある。発行会社の格付けは、その債務支払能力を評価したものである。 
 

中途売却価格に影響する要因 

 上記「不確実な流通市場」において記述したように、本社債の償還前の売却はできない場合があ

る。また、売却できる場合も、その価格は、次のような要因の影響を受ける。本社債の満期償還額

は、前記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）

償還および買入れ、（ａ）満期における償還」の記載により決定されるが、満期償還日以前の本社

債の価格は、様々な要因に影響され、ある要因が他の要因を打ち消す場合も、あるいは相乗効果を

もたらす場合もあり、複雑に影響する。以下に、他の要因が一定の場合に、ある要因だけが変動し

たと仮定した場合に予想される本社債の価格への影響を例示した。 
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① 償還対象株式の株価 

 本社債の満期償還額は、償還対象株式の株価に連動あるいは変動し、かつ、早期償還条項も償

還対象株式の株価の水準により決定される。したがって、一般的に、償還対象株式の株価の下落

は本社債の価値に悪影響を及ぼすと予想され、また、償還対象株式の株価の上昇は、本社債の価

値に良い影響を及ぼすと予想される。しかし、本社債の価値および売却価格は、償還対象株式の

株価が当初価格を大きく上回る場合においても、各本社債につき額面金額を大きく超える可能性

は限定される。本社債の償還期日が近づくにつれ、本社債の価値は償還対象株式の株価の変動に

非常に敏感に影響される可能性がある。 

 

② 償還対象株式の株価の予想変動率 

 予想変動率とは、ある期間に予想される価格変動の幅と頻度の基準を表わす。一般的に償還対

象株式の株価の予想変動率の上昇は本社債の価値に悪影響を与える。償還対象株式の株価の予想

変動率の減少は本社債の価値に良い影響を与える。しかし、かかる影響の度合いは償還対象株式

の株価や本社債の満期償還日までの期間によって変動する。 

 

③ 配当利回りと保有コスト 

 一般的に、償還対象株式の配当利回りの上昇、あるいは償還対象株式の保有コストの減少は、

本社債の価値に悪影響を及ぼす。逆に償還対象株式の配当利回りの下落、あるいは償還対象株式

の保有コストの増加は本社債の価値に良い影響を与える。 

 

④ 金利 

 一般的に、円金利が上昇すると本社債の価格に悪影響を与える。円金利が下落すると本社債の

価値に良い影響を与える。ただし、かかる影響の度合いは、償還対象株式の株価と本社債の満期

償還日までの期間により変動する。 

 

⑤ 発行会社の格付け 

 本社債の価値は、投資者による発行会社の信用度の一般的な評価により影響を受けると予想さ

れる。通常、かかる認識は、標準的な格付機関から付与された格付けにより影響を受ける。発行

会社に付与された格付けが下落すると、本社債の価値の減少を招く可能性がある。 

 

本社債に影響を与える市場活動 

 発行会社、ドイツ証券株式会社その他の発行会社の関連会社および売出人は、その業務遂行上、

自己勘定で償還対象株式および償還対象株式の先物・オプションを売買することがある。この売買

により、償還対象株式の市場価格に影響を及ぼし、それが結果的に本社債権者に不利な影響を及ぼ

すことがありうる。 

 また、発行会社、ドイツ証券株式会社その他の発行会社の関連会社は、発行会社の本社債に基づ

く支払債務をヘッジする目的で、自己勘定で各償還対象株式および各償還対象株式の先物・オプ

ションを売買することがある。この売買により、償還対象株式の市場価格に影響を及ぼし、それが

結果的に本社債権者に不利な影響を及ぼすことがありうる。 

 

税務上の取扱い 

 日本の税務当局は本社債についての日本の課税上の取扱いについて明確にしていない。前記「２ 

売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（８）課税上の取扱い、

(e) 日本国の租税」の項を参照のこと。本社債に投資しようとする投資者は、各投資者の状況に応

じて、本社債に投資することによるリスクや本社債に投資することの適否について各自の財務・税

務顧問に相談する必要がある。 

 



 - 31 -

潜在的利益相反 

 計算代理人であるロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行は、本社債の発行会社である。場合

によっては、発行会社としての立場と、本社債の計算代理人としての立場の利害が相反することが

ありうる。例えば、「市場混乱事由」の発生の有無に関する計算代理人の決定に関して、そのよう

な場合が起こりうる。ロンドン支店を通じて行為するドイツ銀行は、計算代理人としての職務を忠

実に遂行し、合理的な判断を下す義務を負っているが、このような潜在的な利益相反が起こりうる

ことに留意する必要がある。 

 

＜本社債に関連する一般的なリスク要因＞ 

以下は、一般的な性質を有し、本社債への投資に関連する様々なリスク要因を記述することを目的

とする。どのような要因が本社債に関係するかは、相互に関係のある多くの事項（本社債および償還

対象株式（以下、本「＜本社債に関連する一般的なリスク要因＞」の項において、「対象株式」とい

う。）の性質を含むが、これらに限られない。）によって決定される。購入予定者は、本社債への投

資を決定する前に、以下のリスクおよび商品特有のリスク要因を慎重に検討すべきである。ただし、

これらのリスク要因は、本社債への投資に関連する潜在的なリスクをすべて開示したものではなく、

売出日の後に追加のリスクが生じる可能性がある。 

本社債に関係するすべてのリスク要因を慎重に検討するまでは、本社債への投資を行うべきではな

い。 

前記「２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要」において定

義する用語は、以下の記述において用いられる場合においても同一の意義を有する。 
 

１．序論 

 本社債への投資はリスクを伴う。これらのリスクには、特に、株式市場、債券市場、外国為替市

場、金利、市場のボラティリティのリスク、経済的、政治的および規制上のリスク、これらの組み

合わせならびにその他のリスクが含まれる。その一部については、以下に簡潔に記載される。購入

予定者は、本社債に類する商品および対象株式の取引に関する経験を有すべきである。購入予定者

は、本社債への投資に関連するリスクを理解すべきであり、（ｉ）自らの独自の財務、税務および

その他の状況に照らして本社債への投資が適切であるか、（ⅱ）本書に記載される情報、ならびに

（ⅲ）対象株式について、自らの法律、税務、会計その他のアドバイザーと慎重に検討した上で投

資の決定に達するべきである。 

 本社債の価値は下落する可能性があり、投資者は、本社債への投資を完全に失うことに耐える準

備をすべきである。本社債の残存期間が短いほど、本社債の価値が下落するリスクは高くなる可能

性がある。本社債が「リターン保証」または「返金」の要素を含む場合であっても、リターン保証

または返金の要素は、本社債への購入者の投資額よりも少なくなる可能性がある。本社債への投資

は、対象株式の価値の将来における変動の可能性の方向、時期および規模を評価した上で行うべき

である。これは、当該投資のリターンは特にかかる変動に左右されるためである。複数のリスク要

因が本社債に関して同時に影響する場合があるため、特定のリスク要因の影響を予測することはで

きない。また、複数のリスク要因が予測不能な複合的な影響を有する場合がある。リスク要因の組

み合わせが本社債の価値に及ぼす影響について保証することはできない。 
 

２．市場要因 

2.1 対象株式の価値 

 本社債への投資は、対象株式の価値に関するリスクを伴う。コーポレート・アクション、マク

ロ経済要因および投機的投資を含む様々な要因により、対象株式の価値は常に変化し、上昇する

こともあれば下落することもある。 
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2.2 対象株式の過去の実績は、将来の実績を示すものではない 

 対象株式の過去の実績（ある場合）は、対象株式の将来の実績を示すものではない。対象株式

の価値の変動は、本社債の取引価格に影響を及ぼすが、対象株式の価値が上昇するか下落するか

を予測することは不可能である。 
 

2.3 対象株式の水準の算出基準は、常に変化する 

 対象株式の水準の算出基準は随時変化することがあり、いつでも本社債の時価に、したがって

決済時に支払われる現金額に、影響を及ぼす可能性がある。 
 

2.4 金利リスク 

 本社債への投資は、本社債の決済通貨の預金の支払金利の変動に基づく金利リスクを伴うこと

がある。これは、本社債の時価に影響する。 
 

３．市場価格 

 本社債の満期以前の市場価格は、主に対象株式の価値およびボラティリティならびに同様の残存

期間を有する商品の金利水準に左右される。 

 市場のボラティリティの水準は、現実の変動率の純粋な測定値ではなく、かかる市場のボラティ

リティのリスクに対するプロテクションを購入者に提供する商品の価格により、主として決定され

る。かかる商品の価格は、一般的なオプションおよびデリバティブ市場における需要と供給の力関

係により決定される。これらの関係は、それ自身が、市場における現実の変動率、予想されるボラ

ティリティ、マクロ経済要因および投機的投資等の要因に影響を受ける。 

 金利の変動は、通常、本社債の価値に対し、固定利付債の場合と同様の影響を及ぼす。金利の上

昇は、通常の状況において、本社債の価値を下落させ、金利の下落は本社債の価値を上昇させる。 
 

４．ヘッジに関する一定の考察 

 一定のリスクは、本社債をヘッジ目的で取得する購入者にあてはまるものもある。 

 対象株式へのエクスポージャーをヘッジする目的で本社債の購入を意図している購入予定者は、

かかる方法で本社債を活用するリスクに留意すべきである。本社債の価値が対象株式の価値の動き

と相関性を有するという保証はなく、かかる保証が与えられる可能性はない。さらに、本社債を、

対象株式の価値を直接反映する価格で処分することは不可能である。したがって、本社債への投資

のリターンと対象株式への直接投資のリターンにおける相関関係の水準についての保証はない。 

 本社債に関連するリスクを限定するためのヘッジ取引は成功しない可能性がある。 
 

５．本社債が非流動的である可能性 

 本社債における流通市場が展開されるか否かおよびその程度、または本社債が流通市場において

取引される価格、または当該市場に流動性があるか否かを予測することは不可能である。本書にて

その旨が記載される場合には、本社債の特定の証券取引所または値付システムへの上場、値付けま

たは取引の承認の申請が行われている。本社債がそのように上場、値付けまたは取引が承認されて

いる場合、かかる上場または値付けまたは取引の承認が維持されるという保証はない。本社債がこ

のように上場、値付けまたは取引が承認されている可能性があるという事実は、必ずしも、かかる

上場、値付けまたは取引の承認が行われていない場合に比べて流動性が増すということにはならな

い。 

 本社債が株式市場または値付けシステムにおいて上場、値付けまたは取引が承認されていない場

合、本社債の価格情報の入手はより困難になり、本社債の流動性が悪影響を受けることがある。本

社債の流動性は、いずれかの法域における本社債の募集および販売の制限にも影響を受けることが

ある。 
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 発行会社は、公開市場において、または買付もしくは個別契約により、いかなる価格および時期

においても本社債を買入れることができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。発行会

社は、かかる方法で買入れた本社債を保有し、転売し、または消却することができる。発行会社は

本社債の唯一のマーケット・メーカーであることがあるため、流通市場は制限される。流通市場が

制限されているほど、本社債の保有者が本社債の決済前に本社債の価値を換金することはより困難

になる。 

 

６．ドイツ銀行の信用格付、財務状況および業績が、本社債の価値に影響する可能性 

 本社債の価値は、部分的に、発行会社の信用力に対する投資者の一般的な評価により影響を受け

ると予想されている。発行会社の信用力の低下の結果、本社債の価値が低下することがある。発行

会社に関して倒産手続が開始される場合、本社債権者へのリターンが限定され、回収が大幅に遅れ

る可能性がある。 

 

７．格付 

 ドイツ銀行により発行される債務証券（証書を含む。）およびマネー・マーケット・ペーパーへ

の投資は、ドイツ銀行が当該証券の発行により生じた義務を関係する支払期日に履行することがで

きないというリスクを負う。 

 投資予定者は、リスクを評価するため、本書に定めるすべての情報を検討し、必要と判断する場

合には自らの専門アドバイザーに相談すべきである。 

 発行会社が債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーの発行により生じる義務を履行する能

力に関連するリスクは、独立した格付機関により付与される信用格付を参照して記述されている。

信用格付は、確立された信用調査手続に基づく債務者および／または債券発行者の支払能力または

信用力を評価したものである。これらの格付および関連するリサーチは、発行者の義務を履行する

能力についての詳細な情報を提供することにより、投資者が債券に関連する信用リスクを分析する

のに役立つ。各自の等級により付与された格付が低ければ低いほど、各格付機関が評価した、義務

が履行されないか、完全に履行されないか、かつ／または適時に履行されないリスクが高いことに

なる。格付は、発行される社債を購入し、売却し、または保有することを推奨するものではなく、

格付を付与する格付機関によりいつでも停止され、格下げされ、または取り消される可能性がある。

付与された格付の停止、格下げまたは取消しは、発行される社債の市場価格に悪影響を及ぼす可能

性がある。 

 ドイツ銀行は、ムーディーズ、S&P（マクグロー・ヒル・カンパニー・インクの一部門）および

フィッチ（以下「格付機関」と総称する。）から格付を取得している。 

 本書の日付現在、格付機関により債務証券およびマネー・マーケット・ペーパーに割り当てられ

た格付は以下の通りである。 

 

ムーディーズ 長期格付A3 

短期格付P-2 

見通し    ネガティブ 

ムーディーズの定義： 

A3：  Aの格付を付与された債務は、中級の上位で、信用リスクが低いと判断されている。ムー

ディーズによる長期格付は、最高の信用力および最低の信用リスクを反映する「Aaa」か

ら、「Aa」、「A」、「Baa」、「Ba」、「B」、「Caa」、「Ca」および最低の格付を付

与された種類の債券であり、一般的には債務不履行となり、元本または利息の回収の可

能性がほぼない「C」の範囲に渡っていくつかのカテゴリーに分類される。ムーディーズ

は、「Aa」から「Caa」までのそれぞれの格付の大分類に調整記号の１、２および３の数
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字を付加している。調整記号の１は、格付の大分類の債務の最高位を示し、調整記号の

２は、中間的順位を示し、調整記号の３は、格付の大分類の最低位を示す。 

P-2： プライム２の格付を付与された発行体は、短期債務の返済能力が高い。ムーディーズに

よる短期格付は、発行体の優れた短期債務の返済能力を反映する「P-1」から、「P-2」、

「P-3」およびプライム格付カテゴリーに属さないことを反映する「NP」の範囲に渡って

いくつかのカテゴリーに分類される。 
 

S&P      長期格付A 

短期格付A-1 

見通し    ネガティブ 

S&Pの定義： 

A：  S&Pは、Aの格付を、上位の格付の債務に比べ、環境および経済状況の変動からやや悪影

響を受けやすいと定義している。しかし、債務に係る財務的コミットメントに対応する

債務者としての能力は、依然として高い。S&Pによる長期格付は、最高の信用を反映する

「AAA」から、「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」およ

び債務の支払不履行を反映する「D」の範囲に渡っていくつかのカテゴリーに分類される。

「AA」から「CCC」の格付は、主要な格付カテゴリー内における相対的な位置づけを示す

ため、プラス（+）または（-）の記号を追記し、調整されることがある。 

A-1： A-1の格付を付与された債務は、S&Pによる最上級のカテゴリーの格付を付与されている。

債務に係る財務的コミットメントに対応する債務者としての能力は、高い。S&Pによる短

期格付は、最高の信用力を反映する「A-1」から、「A-2」、「A-3」、「B」、「C」およ

び債務の支払不履行を反映する「D」の範囲に渡っていくつかのカテゴリーに分類される。 
 

フィッチ   長期格付A+ 

短期格付F1+ 

見通し    ネガティブ 

フィッチの定義： 

A+： 「A」の格付は、デフォルト・リスクが低いと予想していることを示す。金銭債務の履行

能力は高いと想定されるが、経営または経済環境の悪化がこの能力に及ぼす影響は、上

位格付の場合より大きくなり得る。フィッチによる長期格付は、最高の信用を反映する

「AAA」から、「AA」、「A」、「BBB」、「BB」、「B」、「CCC」、「CC」、「C」なら

びに債務者が債務の全部または一部の支払不能となっていることを反映する「DDD」、

「DD」および「D」の範囲に渡っていくつかのカテゴリーに分類される。主要な格付カテ

ゴリー内における相対的な位置づけを示すため、プラス(+)または(-)の記号を追記され

ることがある。かかる付加記号は「AAA」のカテゴリー、または「CCC」以下のカテゴ

リーには付記されない。 

F1+： F1の格付は、財務的コミットメントの適時の支払能力が非常に高いことを示している。

非常に高い信用特性を示すため、プラス(+)の記号が追記されることがある。フィッチに

よる短期格付は、最高の信用力を反映する「F1」から、「F2」、「F3」、「B」、「C」

および支払不履行に実際に陥っているか、または切迫していることを示す「D」の範囲に

渡っていくつかのカテゴリーに分類される。 
 

＜劣後債務の格付＞ 

 ドイツ銀行が劣後債務を締結した場合、当該債務の格付が低くなる場合がある。これは、ドイツ

銀行の支払不能または清算の場合、当該債務により生じる債権および利息債権がドイツ銀行の債権

者の非劣後債権に対して劣後するからである。ドイツ銀行は、劣後債務（もしあれば）の格付を開

示する。 
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８．利益相反 

8.1 対象株式に関係する取引 

 発行会社およびその関連会社は、随時、自己勘定およびその管理下における勘定で、対象株式

に関係する取引を行うことがある。かかる取引は、対象株式の価値およびその結果として本社債

の価値にプラスまたはマイナスの影響を及ぼすことがある。本「８．利益相反」の項で使用され

る、対象株式に関する記載は、適切な場合はその構成銘柄を含むとみなされるものとする。 

 

8.2 他の立場における行為 

 発行会社およびその関連会社は、随時、計算代理人（以下に定義される。）、代理人および／

または指数のスポンサー等の本社債に関するその他の立場において、行為する可能性がある。か

かる職務は、発行会社が対象株式の構成を決定すること、またはその価値を計算することを許容

することとなり、発行会社本人またはグループ会社により発行された有価証券またはその他の資

産を対象株式の一部として選択することができるようになるか、または、発行会社がかかる有価

証券または資産の発行体と業務上の関係を維持するといった利益相反を引き起こす可能性が生じ

る。 

 

8.3 対象株式に関するその他のデリバティブ商品の発行 

 発行会社およびその関連会社は、対象株式に関するその他のデリバティブ商品を発行すること

もあり、かかる競合商品の市場への導入が本社債の価値に影響することがある。 

 

8.4 ヘッジ取引の遂行 

 発行会社は、ヘッジ取引を行うために、本社債の発行手取金の全部または一部を使用すること

がある。発行会社は、かかるヘッジ取引が通常の状況下においては本社債の価値に重大な影響を

及ぼすことはないと確信している。しかしながら、発行会社のヘッジ取引がかかる価値に影響し

ないとの保証はない。本社債の価値は、特に、（ｉ）本社債の満期時もしくは期間満了時または

その前後または（ⅱ）本社債が早期償還、ノックインもしくは類似の仕組みを有する場合は、対

象株式の価格または価値が早期償還、ノックインもしくはその他の仕組みの関係する価格もしく

は水準に近づいた時点で、ヘッジ取引のポジションの全部もしくは一部を清算することにより、

影響を受けることがある。 

 

8.5 発行価格 

 本社債について課される発行価格は、販売手数料、管理報酬またはその他課された報酬に加え

て、投資者には見えない本社債の元来の数学的な（適正）価値に課されるプレミアムから成る場

合がある。かかるプレミアムは、発行会社によりその裁量において決定され、その他の類似の証

券の発行体により課されるプレミアムと異なる場合がある。 

 

8.6 本社債のマーケット・メーキング 

 発行会社またはその代理人は、本社債のマーケット・メーカーとして行為する可能性がある。

かかるマーケット・メーキングにおいて、発行会社またはその代理人が、大部分について、自己

の本社債の価格を決定する。かかるマーケット・メーカーにより値付けされる価格は、通常、か

かるマーケット・メーキングが不在で、かつ流動性のある市場で値付けされる価格と連動しない。 

 値付けされた買・売呼値を流通市場において設定する際にマーケット・メーカーにより考慮さ

れる事情には、本社債の適正価値を特に含む。本社債の適正価値は、マーケット・メーカーによ

り企図された一定の買呼値および売呼値の差額と同様に、とりわけ、対象株式の価値に依拠する。

さらに、マーケット・メーカーは、もともと本社債について課された販売手数料、および本社債
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の満期に現金から控除される報酬または費用（本社債の要項に基づき請求された管理報酬、取引

報酬またはその他の報酬を含む。）について手続に従い考慮する。そのうえ、流通市場で値付け

された価格は、例えば、本社債の発行価格に含まれている本社債の元来の価値に課されたプレミ

アム（前記「8.5 発行価格」を参照。）により、および対象株式もしくはその構成銘柄により支

払われたか、もしくは受領された配当、または本社債の設計上発行会社に経済的に帰属するその

他の手取金による影響を受ける。 

 本社債の買呼値および売呼値の差額は、マーケット・メーカーにより、本社債の需給および収

入に係る一定の勘案事項に基づき設定される。 

 例えば、本社債の要項に基づき請求される管理報酬のような一定の費用は、多くの場合、本社

債の期間中、値付けされた価格から（時間に比例して）一定の割合で控除されず、マーケット・

メーカーがその裁量において決定するより早い時期に本社債の適正価値から完全に控除される。

このことは、発行価格に含まれるプレミアムにも該当し、配当、および一般的に対象株式または

その構成銘柄が「配当落ち」で取引される時点では控除されず、本社債の期間中の早い時期に期

間全体または一定期間の予想配当に基づき控除される対象株式のその他の手取金（本社債の設計

上、発行会社に経済的に帰属する。）にも該当する。かかる費用の控除率は、特に、マーケッ

ト・メーカーに対する本社債の純フローバックに依拠する。 

 その後、マーケット・メーカーにより値付けされた価格は、関連する時点において、本社債の

適正価値または上記の要因に基づき経済的に予測される価値と大きく異なる可能性がある。さら

に、マーケット・メーカーは、いつでも、値付けされた価格を設定するために用いられる方法論

を変更すること（例えば、買呼値および売呼値の差額を増加させ、または減じること。）ができ

る。 

 

8.7 対象株式のマーケット・メーキング 

 発行会社は、一定の場合（特に、発行会社もまた、対象株式を発行した場合）において、対象

株式のマーケット・メーカーとして行為する可能性がある。かかるマーケット・メーキングによ

り、発行会社自身が、対象株式の価格の大部分を決定し、その結果、本社債自身の価値に影響を

及ぼすことがある。発行会社がそのマーケット・メーカーとしての職務において値付けする価格

は、かかるマーケット・メーキングが不在で、かつ流動性のある市場で値付けされる価格と、常

に連動するわけではない。 

 

8.8 対象株式の発行会社のために引受人その他として行う行為 

 また、発行会社およびその関連会社は、対象株式の将来の募集に関連して引受会社として行為

するか、または対象株式の発行会社の財務顧問としてもしくは商業銀行業者としての立場におい

て対象株式の発行会社のために行為することがある。かかる行為により利益相反が生じ、本社債

の価値に影響を及ぼすことがある。 

 

8.9 非公開情報の取得 

 発行会社および／またはその関連会社は、対象株式に関する非公開の情報を取得することがあ

るが、発行会社またはそのいずれかの関連会社も、かかる情報を本社債権者に対して開示するこ

とを約束するものではない。さらに、発行会社の一または複数の関連会社は、対象株式に関する

調査レポートを発行する可能性がある。かかる行為により利益相反が生じ、本社債の価値に影響

を及ぼすことがある。 
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９．市場混乱事由、調整および本社債の繰上償還 

 本社債の要項においてその旨記載される場合、計算代理人は、関連する時点で市場混乱事由が発

生したこと、または存在していることを決定することがある。かかる決定は、本社債の価値に影響

を及ぼす対象株式に関する価格評価の遅延および／または本社債に関連する決済の遅延を招くこと

がある。 

 さらに、本社債の要項にその旨記載される場合、計算代理人は、対象株式またはその発行者また

はそのスポンサー（場合による）の後継者の決定を含む（ただしこれらに限られない。）、対象株

式について関連する調整または事由を反映させるために、本社債の要項の調整を行うことができる。

さらに、一定の状況下において、発行会社はかかる事由の発生後に、本社債を繰上償還することが

できる場合がある。この場合、発行会社は、それぞれの本社債に関して本社債の要項の規定に従い

決定される金額（もしあれば）を支払うものとする。 

 購入予定者は、かかる条項が本社債に適用があるか否か、およびどのように適用されるか、なら

びに何が事由および関連する調整事由を構成するかを確認するため、本社債の要項を検討すべきで

ある。 

 

10．行使後の時間差 

 本社債が現金支払により決済され、当該本社債が行使された場合、行使が発生する時点と当該行

使に関連する適用ある現金額が決定される時点の間にずれが生じることがある。行使時と現金額決

定時の間の遅れについては、本社債の要項に定められる。ただし、かかる現金決済の本社債の行使

における遅れが、以下に記載される日々の行使上限、または以下に記載される関連する時点で事由

が発生したとの計算代理人による決定により生じる場合は特に、かかる遅れが大幅に長くなる可能

性がある。適用ある現金額は、かかる遅れがなかった場合と比べて増加または減少する可能性があ

る。 

 購入予定者は、かかる条項が本社債に適用があるか否か、およびどのように適用されるかについ

て確認するため、本社債の要項を検討すべきである。 

 

11．行使通知または引渡通知および証明書 

 本社債に行使通知の交付に関する規定が適用され、かつ、当該通知が本社債の要項に定める締切

時間の後に関係する主たる代理人により受領され、写しが決済代理人に送付される場合、当該通知

は、翌営業日まで適式に交付されたとはみなされない。かかるみなし遅延は、現金決済の本社債の

場合に、かかるみなし交付がなかった場合と比べて決済時に支払われる現金額を増加または減少さ

せることがある。一日においてのみまたは行使期間においてのみ行使可能な本社債の場合、行使通

知は、本社債の要項に定める締切時間までに交付されない場合、無効となるものとする。 

 本社債の条件により要求される証明書が交付されない場合、損失が生じ、または本社債に基づき

交付された場合に支払われる金額または引渡しを受領できなくなる可能性がある。購入予定者は、

かかる条項が本社債に適用があるか否か、およびどのように適用されるかについて確認するため、

本社債の要項を検討すべきである。 

 本社債の要項に従って行使されない本社債は満期日に無価値となる。購入予定者は、本社債に自

動的行使が適用されるか、および行使通知がいつどのように有効に交付されるかについて確認する

ため、本社債の要項を検討すべきである。 
 

12．課税 

 本社債の購入および販売予定者は、本社債が譲渡される国の適用法令に従い印紙税またはその他

の文書に関する課税の支払を要求されることがあることに留意すべきである。本社債の保有者は、
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前記「＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、(8) 課税上の取扱い」の規定に

従い、本書に記載される公租公課および／または費用の支払が、本社債に関連する支払および／ま

たは引渡しのための前提条件となることがある。 

 購入予定者は、課税関係について疑義を有する場合、独立した自らの税務顧問に相談すべきであ

る。さらに、購入予定者は、関連する税務当局の税制およびその適用が随時変更されることに留意

すべきである。したがって、いずれかの時点において適用される課税上の取扱いを正確に予測する

ことは不可能である。 
 

13．特別の事情、違法性および不可抗力による繰上償還 

 発行会社が、発行会社の制御できない理由によって、（ｉ）本社債に基づく義務の全部もしくは

一部を履行することが何らかの理由により違法もしくは実行不能であると判断した場合、または

（ⅱ）発行会社が本社債にかかるヘッジのための取引を維持することが何らかの理由により適法も

しくは実行可能ではなくなったと判断した場合、発行会社はその裁量により、本社債を繰上償還す

ることができる（ただし、かかる義務を負うものではない。）。発行会社が本社債を繰上償還した

場合、発行会社は、適用ある法令で許容される場合およびその限りにおいて、各本社債の保有者に

対して、かかる違法または実行不能な状況にかかわらず本社債の適正な市場価値であると計算代理

人が判断する金額から、関連するヘッジのための取引の終了にかかる発行会社のコストを差し引い

た金額を支払う。 
 

14．再募集価格 

 発行会社は、発行会社が決定する種々の金融機関およびその他の仲介業者（総称して「販売代理

人」という。）と販売契約を締結することがある。販売代理人は、一定の条件の充足を前提条件と

して、発行価格に相当するかこれを下回る価格で本社債の買取引受を行うことに同意する。販売代

理人は、本社債の発行に関連して一定の費用を負担することに同意している。すべての発行済の本

社債に関し、発行会社が決定する料率にて、償還日まで（同日を含む。）の間、販売代理人に対し

て定期的な手数料が支払われることがある。かかる料率は随時変更される。販売代理人は、本社債

目論見書に記載され、また関連する販売契約および目論見書の最終条件に記載される追加の販売制

限によって修正および追補が行われる、本社債の販売制限を遵守することに同意する。 

 発行会社は、発行会社が合理的な裁量において決定する、株式市場のボラティリティ（変動率）

の増大および為替レートのボラティリティの増大を含む（ただしこれらに限られない。）市場条件

の悪化が生じた場合、募集期間満了より前に本社債の募集を終了する権利を有する。 

 

15．支払不能 

 発行会社に関して倒産手続が開始される場合、本社債権者への返済が限定され、回収が大幅に遅

れる可能性がある。 

 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】 

 

 該当事項なし。 
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第二部【公開買付けに関する情報】 
 

該当事項なし。 
 
 

第三部【参照情報】 
 
 

第１【参照書類】 
 

 会社の概況および事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類
を参照すること。 

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】 
 事業年度（2013年度）（自 平成25年１月１日 至 平成25年12月31日） 
平成26年６月27日 関東財務局長に提出 

 

２【四半期報告書又は半期報告書】 
 該当事項なし。 

 

３【臨時報告書】 
 １の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成26年９月８日）までに、金融商品
取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第１項および同条第２
項第１号の規定に基づき臨時報告書を平成26年８月19日に関東財務局長に提出 

 

４【外国会社報告書及びその補足書類】 
 該当事項なし。 

 

５【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】 
 該当事項なし。 

 

６【外国会社臨時報告書】 
 該当事項なし。 

 

７【訂正報告書】 
 １記載の有価証券報告書について有価証券報告書の訂正報告書を平成26年６月27日に関東財務局
長に提出 

 
 

第２【参照書類の補完情報】 
 

(1) 前記「第１ 参照書類、１ 有価証券報告書及びその添付書類」に記載の有価証券報告書（前記
「第１ 参照書類、７ 訂正報告書」に記載の有価証券報告書の訂正報告書による訂正を含む。以
下同じ。）（以下、本「参照書類の補完情報」において「有価証券報告書等」という。）の提出後、
本発行登録追補書類提出日（平成26年９月８日）現在、有価証券報告書等の「事業等のリスク」に
記載された事項について、重大な変更は生じていない。 

(2) 有価証券報告書等には将来に関する記述（有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録
書（その添付書類を含む。）においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置
換えられている場合は、当該更新、修正、訂正または置換えられた記述）が含まれているが、本発
行登録追補書類においてなされた記述によりかかる記述が更新、修正、訂正または置換えられてい
る場合を除き、本発行登録追補書類提出日（平成26年９月８日）現在、提出会社は、当該記述に関
して重大な変化はないと考えている。有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（そ
の添付書類を含む。）および本発行登録追補書類における将来に関する記述は、本発行登録追補書
類提出日（平成26年９月８日）現在において判断した事項である。 
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なお、有価証券報告書等、有価証券報告書等の提出後に提出された訂正発行登録書（その添付書

類を含む。）および本発行登録追補書類における将来に関する記述については、その達成を保証す

るものではない。 

 

 

第３【参照書類を縦覧に供している場所】 
 

 該当事項なし。 

 

 

第四部【保証会社等の情報】 
 

第１【保証会社情報】 
 

 該当事項なし。 

 
 

第２【保証会社以外の会社の情報】 
 

１【当該会社の情報の開示を必要とする理由】 

(1) 当該会社の名称および住所 

アイフル株式会社 

京都市下京区烏丸通五条上る高砂町381－１ 

 

(2) 理由 

 アイフル株式会社は、償還対象株式の発行会社であり、本社債は、前記「第一部 証券情報、第２ 

売出要項、２ 売出しの条件、＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）償還

および買入れ」記載の条件に従い、計算代理人が算定するところにより、ノックアウト事由が発生した

場合、額面金額で早期償還され、また、前記「第一部 証券情報、第２ 売出要項、２ 売出しの条件、

＜売出社債に関するその他の条件等＞、社債の要項の概要、（２）償還および買入れ」記載の条件に従

い、計算代理人が算定するところにより、観察期間中のいずれかの取引所営業日において、償還対象株

式水準がノックイン水準以下となった場合には、償還株式数の交付および端数部分償還金の支払により

満期償還される。したがって、当該会社の企業情報は、本社債の投資判断に重要な影響を及ぼすと判断

される。ただし、本社債の発行会社、売出人その他の本社債の発行に係る関係者は、独自に当該会社の

情報に関していかなる調査も行っておらず、その正確性および完全性について何ら保証するものではな

い。なお、以下に記載した情報は公開の情報より抜粋したものである。 
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(3) 当該会社の普通株式の内容 

 

種類 
発行済株式数(株) 
(平成26年８月14日) 

  上場金融商品取引所名 
  又は登録認可金融商品 
  取引業協会名

内容 

普通株式 481,867,836 
東京証券取引所 

市場第一部 
単元株式数100株 

(注) 平成26年８月14日現在の発行数には、平成26年８月１日から平成26年８月14日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていない。 

 

２【継続開示会社たる当該会社に関する事項】 
(1) 当該会社が提出した書類 
① 有価証券報告書およびその添付書類 

事業年度 第37期 
（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

平成26年６月27日 関東財務局長に提出 

 
② 四半期報告書または半期報告書 

四半期報告書 

四半期会計期間 第38期第１四半期 

（自 平成26年４月１日 
至 平成26年６月30日） 

平成26年８月14日 関東財務局長に提出 

 
③ 臨時報告書 

①の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日（平成26年９月８日）までに、金融商品取

引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に

基づく臨時報告書を平成26年７月１日に関東財務局長に提出 

 
④ 訂正報告書 

該当事項なし。 

 
(2) 上記書類の写しを縦覧に供している場所 

アイフル株式会社 東京支社 
（東京都港区芝二丁目31番19号） 
アイフル株式会社 千葉支店 
（千葉市中央区富士見二丁目４番13号） 
アイフル株式会社 大宮西口支店 
（さいたま市大宮区桜木町一丁目１番地26） 
アイフル株式会社 横浜西口支店 
（横浜市西区北幸一丁目８－２） 
アイフル株式会社 金山支店 
（名古屋市中区金山四丁目６番２号） 
アイフル株式会社 梅田支店 
（大阪市北区梅田一丁目２番２－100号） 
アイフル株式会社 三宮支店 
（神戸市中央区三宮町一丁目８－１） 
株式会社東京証券取引所 
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

 
 

第３【指数等の情報】 
 
該当事項なし。 
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［別紙］ 

 

償還対象株式の株価終値の過去の推移 

 

下記の表は、2011年から2013年までの各年及び2013年10月から2014年９月までの各月の償還対象株式

の東京証券取引所市場第一部における株価終値の最高値と最安値を表したものである。これは、投資

者に対する参考のために対象株式会社についての公に入手可能な情報を提供するという目的のために

記載するものであり、この償還対象株式の株価終値の過去の推移は、将来の動向を示唆するものでは

なく、本社債の時価を示すものでもない。また、下記に記載した過去の期間において償還対象株式の

株価終値が下記のように変動したことによって、償還対象株式の株価終値が本社債の存続期間中に同

様に推移することを示唆するものではない。 

＜アイフル株式会社の株価終値の過去の推移＞ 

 

株価（単位：円、2011年から2013年の年次毎） 

年 最高値（円） 最安値（円） 

2011年 94 40 

2012年 293 53 

2013年 738 233 

 

株価（単位：円、2013年10月から2014年９月の月次毎） 

年月 最高値（円） 最安値（円） 

2013年10月 502 426 

2013年11月 474 410 

2013年12月 447 401 

2014年１月 430 393 

2014年２月 368 306 

2014年３月 351 296 

2014年４月 403 294 

2014年５月 440 365 

2014年６月 653 442 

2014年７月 683 551 

2014年８月 562 427 

2014年９月 477 457 

 

（注）ただし、2014年９月は2014年９月２日まで。2014年９月２日の償還対象株式の東京証券取引所市

場第一部における株価終値は477円であった。 

出典：ブルームバーグ・エルピー 
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下記のグラフは、償還対象株式の2013年10月１日から2014年９月２日までの東京証券取引所市場第一

部における日々の株価終値の推移を示したものである。これは、投資者に対する参考のために対象株

式会社についての公に入手可能な情報を提供するという目的のために記載するものであり、この償還

対象株式の株価終値の過去の推移は、将来の動向を示唆するものではなく、本社債の時価を示すもの

でもない。また、過去の当該期間において、償還対象株式の株価終値がグラフのように変動したこと

によって、償還対象株式の株価終値が本社債の存続期間中に同様に変動することを示唆するものでは

ない。 
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「参照方式」の利用適格要件を満たしていることを示す書面 

 

会社名 ドイツ銀行 

 

代表者の役職氏名 

マネージング・ディレクター グローバル債券市場部長 

ジョナサン・ブレイク 

 

ディレクター 欧州市場部長 

マルコ・ツィマーマン 

 

 

１． 当社は、１年間継続して有価証券報告書を提出している。 

 

２． 当社は、本邦において発行登録書の提出日（平成 26 年１月６日）以前５年間に

その募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出する

ことにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が

100 億円以上である。 

 

（参考） 

（平成 22 年 12 月３日(発行日)の募集） 

ドイツ銀行 AG シドニー支店第６回円貨社債(2010) 

   券面総額又は振替社債の総額    518 億円 
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有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実 
 

2014 年 7 月 29 日 

 

ドイツ銀行、2014 年第 2 四半期に 9 億 1,700 万ユーロの税引前利益を

計上 
 

グループ業績 

－ 税引前利益（IBIT）は 2013 年第 2四半期から 16％増加し、9億 1,700 万ユーロ 

－ 非中核事業部門（NCOU）を除いた中核事業部門の税引前利益は前年同四半期から 2％増加

し、15 億ユーロ 

－ 純収益は、主に NCOU の減収を反映して、前年同四半期比 4％減の 79 億ユーロ 

－ 利息以外の費用は前年同四半期から 4％減少し、67 億ユーロ 

－ 調整済コストは前年同四半期から 3％減少し、57 億ユーロ 

－ 2014 年第 2 四半期の税引後平均アクティブ資本利益率（RoE）は、グループ全体で 1.6％、

中核事業部門は 4.9％ 

 

自己資本強化およびレバレッジ低減努力に関する事項 

－ 2014 年第 2 四半期末現在の普通株式等 Tier 1（CET1）資本比率（所要自己資本規制

（CRR）／所要自己資本指令第 4次改正（CRD4）完全適用ベース）は 11.5％ 

－ 2014 年第 2 四半期中の 85 億ユーロの資本調達の成功により、CET1 資本比率（完全適用ベ

ース）は 250 ベーシスポイント上昇 

－ CET1 資本比率（段階的導入ベース）は 14.7％ 

－ CRD4 完全適用ベースのレバレッジ比率は 3.4％ 

－ レバレッジ比率の上昇には、2014 年第 2 四半期中の 35 億ユーロのその他 Tier 1（AT1）資

本の調達も貢献 

－ リスク・ウェイテッド・アセット（RWA）（CRR／CRD4 完全適用ベース）は 2014 年第 1 四

半期から 7％増加し、3,990 億ユーロ 

 

部門別業績 

－ コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S）：2014 年第 2 四半期の税

引前利益は前年同四半期から 17％増加し、8 億 8,500 万ユーロ。主に株式セールス／トレ

ーディングの純収益の減少による 1％の減収が、利息以外の費用の 7％の減少により相殺さ

れたことを反映 

－ 個人顧客および中堅企業（PBC）：主に前年同四半期においては一時的な収益があったこと

により、税引前利益は前年同四半期から 21％減少し、4 億 300 万ユーロ 

－ グローバル・トランザクション・バンキング（GTB）：訴訟関連費用を主な要因として、税

引前利益は前年同四半期から 29％減少し、2億 2,800 万ユーロ 
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－ ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメント（DeAWM）:収益の 9％の増加および利息以

外の費用の 3％の減少により、税引前利益は前年同四半期から 8,000 万ユーロ増加し、2 億

400 万ユーロ。新規資金の純額は 110 億ユーロ 

－ 非中核事業部門（NCOU）：前年同四半期の 6 億 7,200 万ユーロの税引前損失に対し、5 億

8,000 万ユーロの税引前損失を計上。これにはマヘル・ターミナルズのデットファイナン

スの再編による 3億 1,400 万ユーロの損失が含まれる 

 

 

ドイツ銀行（銘柄コード XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB）は本日、2014 年第 2 四半期の業績を発表

しました。グループ全体の純収益は前年同四半期比 4％減の 79 億ユーロとなり、利息以外の費用

は 4％減の 67 億ユーロとなりました。税引前利益は、主に利息以外の費用の 4％の減少（特に業績

連動費用の減少）および信用リスク引当金繰入額の減少を反映して、前年同四半期から 16％増の 9

億 1,700 万ユーロとなりました。 

 
共同 CEO のユルゲン・フィッチェンおよびアンシュー・ジェインは、次のように述べています。

「ドイツ銀行は 2014 年第 2 四半期に、前年同四半期から税引前利益が 16％増加するなど堅調な業

績を上げました。2014 年上半期は、厳しい事業環境およびストラテジー2015 プラスの実施に伴う

当行の事業への継続的な投資にもかかわらず、中核事業部門の利益は、調整後で 50 億ユーロに達

しました。」 

 

さらに、次のように述べています。「当行の中核事業すべてが当該四半期の業績に貢献しました。

特に、コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズは、底堅い収益、利益の増加および、

2 四半期連続で、相対的に好調な業績を達成し、債券ビジネスはグローバルで再び上位 3 位に入り、

コーポレート・ファイナンスにおいては過去最高の市場シェアを獲得しました。また、ドイチェ・

アセット＆ウェルス・マネジメントは、前年同四半期の 2 倍を超える税引前利益を上げ、収益の質

を改善し、2010 年以来最高の純資金流入となりました。」 

 

そして次のように結んでいます。「2014 年第 2 四半期の業績は、当該四半期中に実施した 2 回の

資本調達により強化されたストラテジー2015 プラスの進展を反映しています。しかし、当行の事

業環境はなおさまざまな要素を含んでいます。世界各地の経済は異なる速度で成長しており、金利

が正常化するペースも異なる可能性があり、これにより機会が創出されます。しかしながら、ウク

ライナや中東で発生している地政学的な事象は金融市場および当行の顧客に影響を及ぼすおそれが

あり、また当行は急速に変化する規制の枠組みに引き続き対応していく必要があります。当行は、

戦略的事業計画を組織的に進めていく所存であり、資本基盤を強化したことにより、これらの課題

にさらなる自信をもって取り組んでまいります。」 

 

 



 - 47 -

グループ業績 
特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 
 

2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  7,860 8,392 8,215 (355)  (532) 

信用リスク引当金繰入額  250 246 473 (224)  3 

利息以外の費用  6,693 6,466 6,950 (257)  227 

税引前利益  917 1,680 792 126  (763) 

純利益  238 1,103 335 (97)  (866) 

費用／収益比率  85％ 77％ 85％ 1ppt  8ppt 

税引後平均アクティブ資本利益率  2％ 8％ 2％ (1)ppt  (6)ppt 

 

調整済コスト 

特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 
 

2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第4四半期

2013年 

第3四半期

2013年 

第2四半期 

2013年 

第1四半期

利息以外の費用  6,701 6,466 7,607 7,215 6,950 6,623

調整済コスト  5,731 5,992 5,604 5,600 5,910 6,034

以下を除く：       

実施コスト  375 310 509 242 357 224

訴訟費用  470 0 1,111 1,163 630 132

保険業務に係る費用  80 52 104 171 (7) 191

その他退職費用  16 27 2 14 42 10

その他  29 85 2771 24 17 32

費用／収益比率（調整後）2  73％ 71％ 85％ 72％ 72％ 64％

報酬比率  38％ 40％ 41％ 38％ 39％ 38％
 
注記：数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではありません。 

1) のれんおよび無形資産の 79 百万ユーロの減損および過去の内部費用配分の修正による相当額の影響が含まれる 

2) 収益(報告値)で除した調整済コスト 

 

2014 年第 2 四半期のグループ全体の純収益は、前年同四半期の 82 億ユーロから 4％減少し、79 億

ユーロとなりました。 

 

コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S）の 2014 年第 2 四半期の収益は、

2013 年第 2 四半期から 1％減少し、35 億ユーロとなりました。この減少は主に、セールス／トレ

ーディングにおける 11％の減収（その大半が株式による）に起因するものですが、その多くはオ

リジネーションとアドバイザリーにおける 10％の増収によって相殺されました。 

 

個人顧客および中堅企業（PBC）の 2014 年第 2 四半期の収益は、2013 年第 2 四半期から 3％減少し

ました。この減少は主に、2013 年第 2 四半期に生じたポストバンク関連の収益が 2014 年第 2 四半

期には発生しなかったことによるものです。2013 年第 2 四半期の当該事由による影響を除くと、 

2014 年第 2四半期の収益は前年同四半期とほぼ同水準であったことになります。 

 

グローバル・トランザクション・バンキング（GTB）の収益は、2013 年第 2 四半期に生じたドイチ

ェ・カード・サービシズの売却による収益が 2014 年第 2 四半期には発生しなかったものの、貿易

金融および法人信託サービスの増収により相殺され、前年同四半期とほぼ同水準の 10 億ユーロと

なりました。 

 

ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメント（DeAWM）の収益は、2013 年第 2 四半期から 9％増

加し、11 億ユーロとなりました。これはアビーライフの保険加入者のポジションに関する時価評

価の変動によるものですが、利息以外の費用により相殺されました。アビーライフによる影響を除

くと、収益は前年同四半期とほぼ同水準であったことになります。 
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非中核事業部門（NCOU）の 2014 年第 2 四半期の収益は、2013 年第 2 四半期から 3 億 2,200 万ユー

ロ減少し、4,400 万ユーロの損失となりました。この減少は主に、マヘル・ターミナルズのデット

ファイナンスの再編により生じた損失累計額 3億 1,400 万ユーロによるものです。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、純収益は 6％、金額にして 5 億 3,200 万ユーロ減少しました。こ

れは主に、債券のセールス／トレーディングにおける 25％の減収によるものですが、その一部は

アドバイザリーと債券オリジネーションにおける 30％の増収により相殺されました。また、個人

顧客および中堅企業（PBC）でも、過去の会計期間に完了した取引の売却益がその後 2014 年第 1 四

半期に発生した影響により、2014 年第 2 四半期は減収となり、非中核事業部門（NCOU）では、マ

ヘル・ターミナルズのデットファイナンスの再編による前述の損失を反映して減収となりました。 

 

グループ全体の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 2 四半期から 47％減少し、2014 年第 2 四半

期は 2 億 5,000 万ユーロとなりました。この減少は、非中核事業部門（NCOU）における繰入計上額

の減少、ドイツのリテール・ポートフォリオの信用の質が良好であったこと、および 2013 年第 2

四半期に計上された多額の繰入が 2014 年第 2 四半期には発生しなかったことを反映しています。 

 

2014 年第 1四半期との比較では、信用リスク引当金繰入額は同水準でした。 

 

グループ全体の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 4％減少し、67 億ユーロとなりました。

報酬以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 1％減少し、37 億ユーロとなりました。2014 年第 2 四

半期の報酬費用は、2013 年第 2 四半期から 7％減少し、30 億ユーロでした。これは主に、コーポ

レート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S）における業績連動報酬費用が減少したこ

とを反映したものです。調整済コスト（訴訟、実施コスト（CtA）、保険加入者関連項目その他の

項目の影響を除く。）は、主に報酬費用の減少により、3％減の 57 億ユーロとなりました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は 4％、金額にして 2 億 2,700 万ユーロ増加しま

した。報酬以外の費用は、2014 年第 2 四半期の訴訟関連費用を反映して 19％増加しました。報酬

費用は、CB&S における業績連動報酬費用の減少を反映して、3 億 5,800 万ユーロ、率にして 11％

減少しました。 

 

グループ全体の税引前利益は、減収が上記のコストの減少および信用リスク引当金繰入額の減少に

より相殺されたため、2013 年第 2四半期から 16％増加し、9億 1,700 万ユーロとなりました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前利益は、減収および利息以外の費用の増加を反映して

45％の減少でした。 

 

グループ全体の純利益は、2013 年第 2 四半期から 29％減少し、2 億 3,800 万ユーロとなりました。

2014 年第 2 四半期の法人所得税費用は 6 億 7,900 万ユーロでした。実効税率は、主に税控除の対

象外の費用（訴訟費用等）および過去の期間の法人所得税の影響を受け、74％でした。 
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自己資本、資金調達および流動性 
 
ドイツ銀行グループ 

 
特に表示がない限り 

単位：十億ユーロ 
 2014年6月30日 2014年3月31日 2013年12月31日 

普通株式等Tier 1資本比率 1   11.5％ 9.5％ 9.7％ 

リスク・ウェイテッド・アセット 1     399 373 350 

流動性準備金  199 173 196 

資産合計（IFRS）  1,665 1,637 1,611 

CRD 4レバレッジ・エクスポージャー  1,447 1,423 1,445 

レバレッジ比率 2  3.4％ 2.5％ 2.4％ 

1)  CRR/CRD 4完全適用ベース （2013年については想定値）に基づく。 
2)  CRR/CRD 4完全適用ベース （2013年については想定値）に基づく。 
 

 

当行の普通株式等 Tier 1（CET1）資本比率（CRR／CRD4 完全適用ベース）は、2014 年 3 月 31 日現

在の 9.5％から上昇し、2014 年 6 月 30 日現在では 11.5％となりました。普通株式等 Tier 1 資本

（CRR／CRD4 完全適用ベース）は、主にドイツ銀行株式の発行による総調達額 85 億ユーロおよび

それに関連するいわゆる 10/15％ルールの影響による追加の 13 億ユーロから、当該新規発行株式

に係る発行コストと配当金を控除した額を反映して、2014 年第 2 四半期中に 107 億ユーロ増加し、

460 億ユーロとなりました。リスク・ウェイテッド・アセット（RWA）（CRR／CRD4 完全適用ベー

ス）は、250 億ユーロ増加し、2014 年第 2 四半期末現在では 3,990 億ユーロとなりました。個別の

要因で大きかったのは、そのほとんどがモデルおよび手法の変更に起因するオペレーショナル・リ

スク RWA 関連の 78 億ユーロならびに資本調達に関連する 37 億ユーロでした。 

 

2014 年年初から同年 6 月 30 日までの債券発行額は 248 億ユーロで、関連する変動指標（Libor

等）に対する平均スプレッドは、47 ベーシスポイントとなっています。2014 年第 2 四半期の最も

重要な調達は、当行として初めての、その他 Tier 1 ベンチマーク債の発行で、発行額は 3 つのト

ランシェ合計で 35 億ユーロ相当でした。グループ全体の 2014 年の資金調達計画は、当初 200 億ユ

ーロでしたが、さらなる成長に向けて資金を投入し、良好な市場環境を利用するために、現在は

300 億ないし 350 億ユーロに増額されています。 

 

2014 年 6 月 30 日現在の流動性準備金は 1,990 億ユーロとなり、そのうちの 45％が主に中央銀行に

預けられている現金および現金同等物です。 

 

2014 年 6 月 30 日現在の資産合計は、2013 年 12 月 31 日現在から 540 億ユーロ、率にして 3％増加

し、1兆 6,650 億ユーロとなりました。 

 

2014 年 6 月 30 日現在の CRR／CRD4 適用ベースのレバレッジ・エクスポージャーは、2013 年 12 月

31 日現在とほぼ同水準の 1兆 4,470 億ユーロとなりました。 

 

CRR／CRD4 完全適用ベースのレバレッジ比率は、2013 年 12 月 31 日現在の 2.4％から上昇し、2014

年 6 月 30 日現在では 3.4％となりました。 
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部門別業績 

 

コーポレート・バンキング・アンド・セキュリティーズ（CB&S） 

 
特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  3,532 4,076 3,579 (46)  (543)

信用リスク引当金繰入額  44 16 26 18  29

利息以外の費用  2,603 2,547 2,794 (191)  56

非支配持分  1 21 1 (1)  (21)

税引前利益  885 1,492 758 127  (607)

費用／収益比率  74％ 63％ 78％ (4)ppt  11ppt

税引後平均アクティブ資本利益率  9％ 19％ 10％ (0)ppt  (10)ppt

 

 

ボラティリティの低下や顧客取引の低迷などの厳しい市場環境にもかかわらず、2014 年第 2 四半

期の CB&S の純収益は、2013 年第 2 四半期から 1％の減少に留まり、35 億ユーロとなりました。純

収益には、信用評価調整（CVA）、債務評価調整（DVA）および調達評価調整（FVA）の影響による

合計 1 億 1,400 万ユーロの損失（2013 年第 2 四半期は、8,800 万ユーロの損失）が含まれています。 

 

債券およびその他商品のセールス／トレーディングの 2014 年第 2 四半期の純収益は、2013 年第 2

四半期と同水準の 18 億ユーロを計上しました。外国為替および金利の収益は、ボラティリティの

低下や顧客取引の低迷による影響を受けて、減少しました。クジレットのビジネスにおいては、フ

ロー・クレジットと RMBS が、前年同四半期と比べ良好であった事業環境の恩恵を受け、クレジッ

ト・ソリューションも 2014 年第 2四半期に堅調な収益の伸びを達成しました。 

 

2014 年第 2 四半期の株式セールス／トレーディングの純収益は、2013 年第 2 四半期から 11％減少

し、6 億 9,800 万ユーロとなりました。これは主に、株式デリバティブが厳しい市場環境の影響を

受けたことによるものです。現物株式トレーディングの収益は、セカンダリー市場における顧客取

引高の低下を受けて、減少しました。 

 

2014 年第 2 四半期のオリジネーションとアドバイザリーの純収益は、2013 年第 2 四半期から 10％

増加し、8 億 1,100 万ユーロを計上しました。株式オリジネーションの収益は、特に欧州における

堅調なディール・フローを要因として、前年同四半期を大幅に上回りました。アドバイザリーの収

益は、市場シェアの拡大を反映して、前年同四半期を上回りました。債券オリジネーションの収益

は、前年同四半期と同水準でした。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、2014 年第 2 四半期の純収益は 13％、額にして 5 億 4,300 万ユー

ロ減少しました。この減少には、CVA、DVA および FVA の影響による合計 1 億 1,400 万ユーロの損

失（2014 年第 1 四半期は、700 万ユーロの利益）が含まれています。 

 

債券およびその他商品のセールス／トレーディングの純収益は、2014 年第 1 四半期から 25％、額

にして 6 億 700 万ユーロ減少しました。ディストレスト・プロダクツの収益は、米州および欧州に

おいて堅調な収益を計上した 2014 年第 1 四半期を大幅に下回りました。金利および外国為替の収

益もまた、ボラティリティの低下や顧客取引の低迷を受けて、減少しました。 

 

株式セールス／トレーディングの純収益は、2014 年第 1 四半期から 10％減少しました。これは、

困難な市場環境による現物株式トレーティングおよび株式デリバティブの減収を要因とするもので

す。 

 

オリジネーションとアドバイザリーの純収益は、2014 年第 1 四半期から 30％、額にして 1 億

8,700 万ユーロ増加しました。株式オリジネーションの収益は、特に欧州地域における堅調なディ

ール・フローにより増加し、アドバイザリーと債券オリジネーションも増収となりました。 
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2014 年第 2 四半期の CB&S の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 7％減少し、26 億ユーロと

なりました。この減少は、業績連動報酬や訴訟費用の減少によるものですが、オペレーショナル・

エクセレンス・プログラムの継続的実施や規制コストにより一部相殺されました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は 2％増加しました。これは主に、訴訟費用の増

加やオペレーショナル・エクセレンス・プログラムの継続的実施によるものですが、業績連動報酬

の減少により一部相殺されました。 

 

CB&S の税引前利益は、主に利息以外の費用の減少により、2013 年第 2 四半期から 1 億 2,700 万ユ

ーロ増加し、8 億 8,500 万ユーロを計上しました。2014 年第 2 四半期の税引後 ROE（調整後）は

15％でした。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前利益は、6 億 700 万ユーロ減少しました。この減少は、主

に減収や訴訟関連費用の増加によるものです。 

 

 

 

個人顧客および中堅企業（PBC）  
 

特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  2,367 2,476 2,448 (81)  (108)

信用リスク引当金繰入額  145 140 194 (49)  5

利息以外の費用  1,819 1,815 1,747 72  4

非支配持分  0 0 0 0  (0)

税引前利益  403 520 507 (104)  (117)

費用／収益比率  77％ 73％ 71％ 5ppt  4ppt

税引後平均アクティブ資本利益率  7％ 10％ 9％ (2)ppt  (3)ppt

 

 

2014 年第 2 四半期の PBC の純収益は、2013 年第 2 四半期から 3％減少し、24 億ユーロとなりまし

た。この減少は、主に 2013 年第 2 四半期に発生したポストバンク関連の一時的な事由が、2014 年

第 2 四半期には発生しなかったことによるものです。これらの一時的事由の影響を除くと、PBC の

収益は、2013 年第 2四半期とほぼ同水準でした。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、純収益は 4％、額にして 1 億 800 万ユーロ減少しました。この減

少は、主に過去の会計期間に完了したプライベート・アンド・コマーシャル・バンキングにおける

取引の売却益がその後 2014 年第 1 四半期に発生した影響により、2014 年第 2 四半期はその他商品

からの収益が 6,500 万ユーロ減少したことによるものです。投資商品や保険商品の収益は、4,100

万ユーロ減少しました。この減少は、主に 2014 年第 1 四半期には季節要因による増収が発生した

ことによるものです。 

 

2014 年第 2 四半期の PBC の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 2 四半期から 25％減少し、1 億

4,500 万ユーロとなりました。PBC の貸出金の信用の質は、ドイツの安定した経済環境により、良

好な状態を保ちました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、信用リスク引当金繰入額は、通常の四半期間の変動により、わ

ずかに 500 万ユーロ増加しました。 

 

2014 年第 2 四半期の PBC の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 4％増加し、18 億ユーロと

なりました。この費用の増加は、主に 2014 年 5 月のドイツにおける法律実務の変更に基づく貸出

手数料に係る費用や、2013 年第 2 四半期には華夏銀行とのクレジットカード事業での協力に関連
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する引当金の戻入れがあったことによるものです。これらの特定費用項目を除くと、利息以外の費

用は、2013 年第 2四半期と同水準であったことになります。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は、前述のドイツにおける法律実務の変更によ

るマイナスの影響が、オペレーショナル・エクセレンス・プログラム関連の実施コストの減少によ

り一部相殺され、同水準となりました。 

 

2014 年第 2 四半期の PBC の税引前利益は、2013 年第 2 四半期から 21％減少し、4 億 300 万ユーロ

となりました。この減少は主に、2013 年第 2 四半期には発生した一時的収益が 2014 年第 2 四半期

に発生しなかったことによるものです。これらの影響を除くと、税引前利益は、前年同四半期とほ

ぼ同水準であったことになります。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前利益は、主に前述の特定費用項目の影響により、1 億

1,700 万ユーロ減少しました。 

 

PBC の運用資産は、主に証券における相場上昇および純資金流入により、2014 年 3 月 31 日現在か

ら 20 億ユーロ増加しました。 
 
 
 

グローバル・トランザクション・バンキング（GTB） 
 

特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  1,035 1,028 1,036 (1)  7

信用リスク引当金繰入額  47 24 79 (32)  23

利息以外の費用  759 637 633 126  122

税引前利益  228 367 324 (95)  (138)

費用／収益比率  73％ 62％ 61％ 12ppt  11ppt

税引後平均アクティブ資本利益率  10％ 19％ 17％ (6)ppt  (8)ppt

 
 

GTB の 2014 年第 2 四半期の純収益は、2013 年第 2 四半期の純収益にはドイチェ・カード・サービ

シズの売却による収益が含まれていたにもかかわらず、同水準の 10 億ユーロを計上しました。貿

易金融および法人信託サービスは、堅調な取引高の増加により増収となり、キャッシュ・マネジメ

ントは、低金利環境にもかかわらず底堅い収益を上げました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、2014 年第 1 四半期の収益にはレジストラー・サービシズ GmbH の

売却益が含まれていたにもかかわらず、2014 年第 2 四半期の収益は 1％増加しました。この増加は

主に、安定したパイプラインや堅調な取引高によるものです。 

 

2014 年第 2 四半期の GTB の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 2 四半期から 41％減少し、

4,700 万ユーロとなりました。この減少は、2013 年第 2 四半期において一顧客に発生した信用事由

が 2014 年第 2四半期には発生しなかったことによるものです。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、信用リスク引当金繰入額は、主にオランダにおける商業銀行事

業の引当金が増加したことにより、2,300 万ユーロ増加しました。 

 

2014 年第 2 四半期の GTB の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 20％増加し、7 億 5,900 万

ユーロとなりました。この増加は、主に訴訟関連費用によるものです。その他、事業成長を支援す

るための事業基盤への投資や規制上の要求の遵守に係る費用の増加もまた、利息以外の費用の増加

の一因となりました。 
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2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は、同様の要因により 19％、額にして 1 億

2,200 万ユーロ増加しました。 

 

2014 年第 2 四半期の GTB の税引前利益は、主に訴訟関連費用により 29％減少し、2 億 2,800 万ユ

ーロとなりました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前利益は、主に訴訟関連費用や信用リスク引当金繰入額の

増加により、38％減少しました。 

 

 

 

ドイチェ・アセット＆ウェルス・マネジメント（DeAWM）  
 

特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  1,134 1,067 1,041 93  66

信用リスク引当金繰入額  (6) (1) 0 (7)  (5)

利息以外の費用  936 900 961 (25)  36

非支配持分  (0) (0) (1) 0  0

税引前利益  204 169 80 124  35

費用／収益比率  83％ 84％ 92％ (10)ppt  (2)ppt

税引後平均アクティブ資本利益率  8％ 7％ 4％ 5ppt  1ppt

 

 

2014 年第 2 四半期の DeAWM の純収益は、2013 年第 2 四半期から 9％増加し、11 億ユーロとなりま

した。これは主に、アビーライフの保険加入者のポジションに係る 9,300 万ユーロの時価評価の変

動によるものですが、その多くは利息以外の費用によって相殺されました。アビーライフの影響を

除くと、純収益は 2013 年第 2 四半期と同水準でした。信託報酬は、110 億ユーロの純資金流入の

恩恵を受けた平均資産の増加を反映して増加しましたが、オルタナティブおよびアクティブの運用

報酬の減少、個人顧客向けの資本市場からの取引収益の減少および個人顧客向けの外国為替取引の

収益の低迷を受けた、運用報酬および取引手数料の減少により相殺されました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、純収益は 6％、額にして 6,600 万ユーロ増加しました。これは、

アビーライフの保険加入者のポジションに係る時価評価の変動、信託報酬およびその他経常収益の

増加、ならびに主に売却による収益によるその他商品からの収益増を反映しています。運用報酬お

よび取引手数料ならびにその他の一時的な収益は、顧客取引の低迷による個人顧客向けの資本市場

および外国為替取引の収益の低下を受けて減少しました。 

 

DeAWM の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 2 四半期から 700 万ユーロ減少しました。これは主

に、2014 年第 2 四半期において、特定の顧客に対する貸出に係る引当金が減少したことや、従前

の損失を回復したことに起因するものです。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、信用リスク引当金繰入額は、2014 年第 2 四半期において従前の

損失の回復がなされたことにより、500 万ユーロ減少しました。 

 

2014 年第 2 四半期の DeAWM の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 3％減少し、9 億 3,600 万

ユーロとなりました。この減少は、保険金加入者からの保険金請求および訴訟費用の増加により一

部相殺されたものの、主にオペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関する実施コストが減

少したことによるものです。これらの影響を除いても、主にオペレーショナル・エクセレンス・プ
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ログラムの施策による節減効果により、利息以外の費用は前年同四半期に比べ 3％減少したことに

なります。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は、主に保険金加入者からの保険金請求の増加

ならびにオペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関する実施コストの増額により 4％、額

にして 3,600 万ユーロ増加しました。 

 

2014 年第 2 四半期の DeAWM の税引前利益は、2013 年第 2 四半期から 154％増加して、2 億 400 万ユ

ーロとなりました。この増加は、オペレーショナル・エクセレンス・プログラムに関する実施コス

トの減少や、DeAWM 全体の業務統合の取組みが好調に進んでいることによるコストの削減を反映し

たものです。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前利益は、主に増収により 3,500 万ユーロ、率にして 21％

増加しましたが、特に保険金加入者からの保険金請求およびオペレーショナル・エクセレンス・プ

ログラムに関する実施コストといった利息以外の費用の増加により一部相殺されました。 

 

2014 年 6 月 30 日現在の運用資産は、2014 年 3 月 31 日から 210 億ユーロ増加して 9,550 億ユーロ

となりました。この増加は主に、160 億ユーロの相場上昇分および 110 億ユーロの資金流入による

ものでした。110 億ユーロの純資金流入はすべての商品にわたっており、リテールと機関投資家向

けビジネスの両方から堅調に資金が流入しました。 

 

 

 

非中核事業部門（NCOU） 
 
特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  (44) 74 279 (322)  (117)

信用リスク引当金繰入額  19 67 174 (155)  (48)

利息以外の費用  517 539 777 (260)  (22)

非支配持分  0 (1) (0) 1  1

税引前利益（損失）  (580) (532) (672) 92  (49)

 

 

2014 年第 2 四半期の NCOU の純収益は、3 億 2,200 万ユーロ減少し、4,400 万ユーロの損失となり

ました。これは主に、以前資本の部に計上した 3 億 1,400 万ユーロの評価損を、マヘル・ターミナ

ルズのデットファイナンスの再編に伴って損益計算書に移行したことによります。さらに 2013 年

第 2 四半期と比べ資産が大幅に削減されたことに伴い、ポートフォリオの収益も減少しました。こ

の減少は、2014 年第 2 四半期における和解金支払いに関連する一回限りのプラスの影響および住

宅ローン担保証券（RMBS）の買戻引当金の削減により相殺されました。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、NCOU の純収益は 1 億 1,700 万ユーロ減少しました。これは主に

マヘル・ターミナルズのデットファイナンスの再編に関する 3 億 1,400 万ユーロの評価損によるも

のですが、そのほか、2014 年第 1 四半期には、主に米国の電力セクターにおける取引商品に対す

る当行のエクスポージャーによる、スペシャル・コモディティーズ・グループに関する 1 億 5,100

万ユーロの損失が含まれていました。 

 

2014 年第 2 四半期の NCOU の信用リスク引当金繰入額は、2013 年第 2 四半期から 1 億 5,500 万ユー

ロ減少しました。これは、資産売却による特定の利益が得られたことおよび IAS 第 39 号に基づき

区分変更された資産についての引当てを削減したことによるものです。 
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2014 年第 1 四半期との比較では、NCOU の信用リスク引当金繰入額は、主に資産売却益により 71％、

額にして 4,800 万ユーロ減少しました。 

 

2014 年第 2 四半期の NCOU の利息以外の費用は、2013 年第 2 四半期から 2 億 6,000 万ユーロ、率に

して 33％の減少となりました。前年同四半期からの減少は、訴訟関連費用の減少および、NCOU の

事業用資産の直接コストの減少に繋がった BHF バンクの売却によるものでした。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、利息以外の費用は、訴訟関連費用の減少および BHF バンクの売

却を反映して 4％減少し、5 億 1,700 万ユーロとなりました。 

 

2014 年第 2 四半期の NCOU の税引前損失は、2013 年第 2 四半期から 9,200 万ユーロ減少して、5 億

8,000 万ユーロとなりました。 

 

2014 年第 1四半期との比較では、税引前損失は 9％、額にして 4,900 万ユーロ増加しました。 

 

 

 

連結および調整（C&A）  
 
特に表示がない限り 

単位：百万ユーロ 

 2014年 

第2四半期 

2014年 

第1四半期

2013年 

第2四半期

増減 

（2013年第2四半期比） 
 

増減 

（2014年第1四半期比）

純収益  (164) (327) (168) 3  163

信用リスク引当金繰入額  0 1 0 0  (0)

利息以外の費用  59 28 38 21  31

非支配持分  (1) (20) (1) (0)  20

税引前利益（損失）  (223) (336) (205) (18)  113

 

 

2014 年第 2 四半期の C&A の税引前損失は、2013 年第 2 四半期の税引前損失が 2 億 500 万ユーロで

あったのに対し、2 億 2,300 万ユーロでした。これは主に、調達評価調整（FVA）を行ったことお

よび 2014 年第 2四半期における規制関連コストの増加によるものでした。 

 

2014 年第 1 四半期との比較では、税引前損失は 1 億 1,300 万ユーロの減少となりました。この減

少は主に、評価調整および期間差異の減少によるものでした。 
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本件に関するお問い合わせ先： 

広報部    

電話：（03）5156-7704   
 

 

添付資料： 

本資料は 2014 年第 2四半期補足財務データの抜粋です。 

2014 年第 2四半期の補足財務データは https://www.db.com/ir/en/content/reports_2014.htm より入手可能

です。 

 

 

 

 

 

本リリースには、将来の事象に関する記述が含まれています。将来の事象に関する記述とは、歴史的事実では

ない記述であり、ドイツ銀行の考えや予想、およびその基礎となる前提が含まれます。これらの記述は、ドイ

ツ銀行グループの経営陣が現在入手可能な予定、推定および計画に基づいています。従って、将来の事象に関

する記述は、あくまで当該記述がなされた日現在のものであって、当グループはこれらの記述に関して、新し

い情報や将来生起した事象があっても、これを更新して公表する責任は負いません。 

 

将来の事象に関する記述は、その性質上リスクおよび不確実性を含みます。従って、いくつかの重要な要因が

作用して、実際には将来の事象に関する記述に含まれるものとは大きく異なる結果となる可能性があります。

これらの要因には、ドイツ、ヨーロッパ、米国および当グループが収益の相当部分を上げ、資産の相当部分を

有するその他の地域における金融市場の動向、資産価値の推移および市場のボラティリティ、借り手または取

引相手による将来の債務不履行、当グループの経営戦略の実施、当グループのリスク・マネジメントの方針、

手続および方法への信頼性、ならびに米国証券取引委員会（SEC）への情報開示に関連するリスク等が含まれ

ます。このような要因については、SECに提出した当グループの2014年3月20日付年次報告書（Form 20-F）の

「リスク・ファクター」の表題のもとで詳しく記載されています。当該報告書の写しは、請求により入手可能

であり、また www.deutsche-bank.com/ir からダウンロードすることができます。 

 

本リリースには、IFRS に準拠しない財務情報が含まれている可能性があります。IFRS に基づき報告された数

字と直接比較可能な数字への調整については、同じく www.deutsche-bank.com/ir から入手可能な 2014 年第 2

四半期決算補足財務データをご参照ください。 
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資料 

ドイツ銀行グループ損益計算書（未監査） 

損益計算書   

単位：百万ユーロ 2014年6月30日に

終了した3ヵ月

2013年6月30日に

終了した3ヵ月

2014年6月30日に 

終了した6ヵ月 

2013年6月30日に

終了した6ヵ月

利息および類似収益 6,362 6,656 12,608 13,249

利息費用 2,696 3,004 5,567 5,948

純利息収益 3,666 3,651 7,041 7,301

信用リスク引当金繰入額 250 473 496 828

信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益 3,417 3,178 6,545 6,474

手数料およびフィー収益 3,070 3,106 6,108 6,101

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産/負債に

係る純利得 1,253 1,234 2,870 3,931

売却可能金融資産に係る純利得 24 24 97 133

持分法適用投資に係る純利益 173 105 327 141

その他の収益（損失） (326) 94 (190) (2)

利息以外の収益合計 4,194 4,563 9,212 10,305

給与手当 2,991 3,203 6,339 6,752

一般管理費 3,566 3,561 6,575 6,379

保険業務に係る費用 80 (7) 132 185

無形資産の減損 0 0 0 0

再構築費用 57 192 113 257

利息以外の費用合計 6,693 6,950 13,159 13,572

税引前利益 917 792 2,597 3,206

法人所得税費用 679 457 1,256 1,211

純利益 238 335 1,341 1,995

非支配持分に帰属する純利益 1 1 21 10

ドイツ銀行株主に帰属する純利益 237 334 1,320 1,985
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資料 

ドイツ銀行グループ貸借対照表（未監査） 

資産   

単位：百万ユーロ 2014年6月30日現在 2013年12月31日現在 

現金および銀行預け金 21,096 17,155

利付銀行預け金 84,076 77,984

中央銀行ファンド貸出金および売戻条件付買入有価証券（逆レポ） 28,827 27,363

借入有価証券 25,147 20,870

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産  

トレーディング資産 210,991 210,070

デリバティブ金融商品のプラスの時価 484,769 504,590

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定された金融資産 176,139 184,597

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産合計 871,899 899,257

売却可能金融資産  55,013 48,326

持分法適用投資 3,584 3,581

貸出金 387,901 376,582

土地建物および設備 2,937 4,420

のれんおよびその他の無形資産 14,112 13,932

その他の資産 162,628 112,539

法人所得税資産 8,190 9,393

資産合計 1,665,410 1,611,400
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資料 

ドイツ銀行グループ貸借対照表（未監査） 

負債および資本   
単位：百万ユーロ 2014年6月30日現在 2013年12月31日現在

預金 537,309 527,750

中央銀行ファンド借入金および買戻条件付売却有価証券（レポ） 13,426 13,381

貸付有価証券 3,957 2,304

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債  

トレーディング負債 51,989 55,804

デリバティブ金融商品のマイナスの時価 471,922 483,428

純損益を通じて公正価値で測定するものとして指定される金融負債 97,561 90,104

投資契約負債 8,253 8,067

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債合計 629,725 637,404

その他の短期借入金 56,623 59,767

その他の負債 197,291 163,595

引当金 5,184 4,524

法人所得税負債 2,842 2,701

長期債務 140,536 133,082

信託優先証券 10,118 11,926

自己普通株式購入義務 0 0

負債合計 1,597,009 1,556,434

普通株式、無額面、名目価値 2.56 ユーロ 3,531 2,610

資本剰余金 33,696 26,204

利益剰余金 29,126 28,376

自己普通株式、取得原価 (5) (13)

自己普通株式購入義務振替額 0 0

その他の包括利益（損失）累計額、税引後(1) (1,661) (2,457)

株主持分合計 64,686 54,719

その他の資本構成要素(2) 3,452 0

非支配持分 263 247

資本合計 68,401 54,966

負債および資本合計 1,665,410 1,611,400

 
(1）確定拠出年金に関連した数理計算上の差異を除く（税引後）。 

(2）その他 Tier 1 証券（ドイツ銀行発行の無担保劣後債券、IFRS に従い資本に分類される）を含む。 
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資料 

ドイツ銀行グループ主要財務指標（未監査） 

 2014年 

第2四半期 

2013年 

第2四半期 

増減 

（前年同四半期比）

ドイツ銀行株式 株価（四半期末）(1) € 25.70 € 30.67 (16)%

ドイツ銀行株式 高値 (1) €32.05 € 36.12 (11)%

ドイツ銀行株式 安値 (1) €25.47 € 28.05 (9)%

基本的1株当たり利益 €0.21 € 0.32 (34)%

希薄化後1株当たり利益 (2) €0.21 € 0.31 (32)%

平均流通普通株式数（基本的、百万株) 1,121 1,046 7 %

平均流通普通株式数（希薄化後、百万株） 1,149 1,075 7 %

税引前平均株主持分合計利益率 (3)  6.3% 5.6% 0.8 ppt

税引前平均アクティブ資本利益率(3)(4) 6.4% 5.6% 0.8 ppt

平均株主持分合計利益率（税引後）(3) 1.6% 2.3% (0.7) ppt

平均アクティブ資本利益率（税引後）(3)(4) 1.6% 2.4% (0.7) ppt

基本的流通株式1株当たり純資産 (3) €46.62 € 53.18 (12)%

基本的流通株式1株当たり有形純資産 (3) €36.45 € 40.02 (9)%

費用/収益比率 (3)  85.2% 84.6% 0.6 ppt

報酬比率 (3)  38.0% 39.0% (0.9) ppt

非報酬比率 (3)  47.1% 45.6% 1.5 ppt

純収益合計    単位：百万ユーロ 7,860 8,215 (4)%

信用リスク引当金繰入額    単位：百万ユーロ 250 473 (47)%

利息以外の費用合計    単位：百万ユーロ 6,693 6,950 (4)%

税引前利益  単位：百万ユーロ 917 792 16 %

純利益    単位：百万ユーロ 238 335 (29)%

資産合計 (5)    単位：十億ユーロ 1,665 1,910 (13)%

株主持分合計 (5)    単位：十億ユーロ 64.7 57.5  13 %

リスク・ウェイテッド・アセット(5)(6) 単位：十億ユーロ 399 314 N/M

普通株等 Tier 1 自己資本比率 (3)(5)(6) 11.5% 13.3% N/M

Tier 1 自己資本比率(3)(5)(6) 12.4% 17.3% N/M

拠点数 (5) 2,840 2,939 (3)%

内、ドイツ国内の拠点数 1,862 1,934 (4)%

従業員数（常勤相当）(5) 96,733 97,158 0 %

内、ドイツ国内の従業員数 45,442 46,646 (3)%

長期格付 (5)  

ムーディーズ・インベスターズ・サービス A2 A2 

スタンダード・アンド・プアーズ A A+ 

フィッチ・レーティングス A+ A+ 

(1) 株価情報の出所：トムソン・ロイター。高値および安値は、XETRAにおける日中取引最高値／最安値を表示。 

(2) 希薄化後1株当たり利益は、想定される転換による分子への影響を含む。 

(3)  定義については、「Financial Data Supplement 2Q 2014（英文のみ）」の19、20頁を参照のこと。 

(4)  平均アクティブ資本の調整については、「Financial Data Supplement 2Q 2014（英文のみ）」の18頁を参照のこと。 

(5)  期末時点 
(6) リスク・ウェイテッド・アセットならびに自己資本比率は、バーゼル2.5（2013年12月31日まで）および CRR/CRD4  

完全適用ベース（2014年1月1日以降）に基づく。 

 

* 本資料に掲載されている数字は四捨五入をしているため、必ずしも合計金額と一致するものではなく、比率も絶対値を正確

には反映しておりません。 
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事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移 
 
 

１.事業内容の概要 

ドイツ、フランクフルト・アム・マインに本店を置くドイツ銀行はドイツ最大の銀行であり、そ

の資産合計（2013年12月31日現在１兆6,110億ユーロ）からみてヨーロッパおよび世界における

最大級の金融機関である。2013年12月31日現在で、当行は、フルタイム換算で98,254名の従業員

を雇用し、世界71か国で2,907支店（そのうち66％はドイツ国内）を運営している。当行は、多

岐にわたる投資、金融商品およびこれらに関連する商品やサービスを、世界中の個人顧客、事業

法人および機関投資家に提供している。 

 
 

２.主要な経営指標等の推移 

（便宜上記載されている日本円金額は、2014年5月30日現在の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行の対

顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝138.33円）により計算されている。） 

 
 (a）ドイツ銀行グループ（連結ベース）（注１） 

   （単位：百万ユーロ（億円））

年    度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

信用リスク引当金繰入額控除後の純利息収益
9,829

(13,596)
14,309

(19,794)
15,606 

(21,588)
14,254 

(19,718)
12,769

(17,663)

利息以外の収益合計 
15,493

(21,431)
12,984

(17,961)
15,783 

(21,833)
17,761 

(24,569)
17,082

(23,630)

純収益合計（注２） 
25,322

(35,028)
27,293

(37,754)
31,389 

(43,420)
32,015 

(44,286)
29,850

(41,292)

税引前利益 
5,202

(7,196)
3,975

(5,499)
5,390 

(7,456)
814 

(1,126)
1,456

(2,014)

当期純利益（注３） 
4,958

(6,858)
2,330

(3,223)
4,326 

(5,984)
316 

(437)
681

(942)

普通株式 
1,589

(2,198)
2,380

(3,292)
2,380 

(3,292)
2,380 

(3,292)
2,610

(3,610)

株主持分合計 
36,647

(50,694)
48,819

(67,531)
53,390 

(73,854)
54,001 

(74,700)
54,719

(75,693)

資産合計 
1,500,664

(2,075,869)
1,905,630

(2,636,058)
2,164,103 

(2,993,604)
2,022,275 

(2,797,413)
1,611,400

(2,229,050)

合計自己資本比率（％）（注４） 13.9 14.1 14.5 17.1 18.5

１株当たり株主持分 
（ユーロ（円）） 

52.65
(7,283)

52.38
(7,246)

58.11 
(8,038)

57.37 
(7,936)

53.24
(7,365)

基本的１株当たり利益 
（ユーロ（円）） 

7.21
(997)

3.07
(425)

4.45 
(616)

0.28 
(39)

0.67
(93)

（注１）当行の連結財務諸表は、IFRSに基づき開示されている。 

（注２）信用リスク引当金繰入額控除後 

（注３）当期純利益のうち、15百万ユーロ、53百万ユーロ、194百万ユーロ、20百万ユーロおよび-15百万ユーロは、それぞれ2013年度、

2012年度、2011年度、2010年度および2009年度の非支配持分に帰属する純利益（損失）である。 

（注４）2013年度、2012年度および2011年度の数値は、ドイツ銀行法およびソルベンシー規制において規定される資本要求指令３（「バ

ーゼル2.5」としても知られる）に基づいている。2010年度および2009年度の数値は、ドイツ銀行法およびソルベンシー規制に

取り入れられたバーゼル委員会による2004年の資本枠組み（「バーゼル２」）に従っている。当該資本比率は、資本と信用リ

スク、マーケット・リスクおよびオぺレーショナル・リスクに関するリスク・ウェイテッド・アセットとの関連を示している。

ドイツ銀行法第64h条第３項に従い、暫定項目の影響は除かれている。 
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(b）ドイツ銀行 

   （単位：百万ユーロ（億円））

年    度 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

収益合計 
32,513

(44,975)
33,002

(45,652)
36,529 

(50,531)
32,711 

(45,249)
30,317

(41,938)

営業利益 
718

(993)
1,373

(1,899)
4,269 

(5,905)
3,090 

(4,274)
3,481

(4,815)

当期純利益 
1,173

(1,623)
488

(675)
1,426 

(1,973)
729 

(1,008)
893

(1,235)

資本金 
1,589

(2,198)
2,380

(3,292)
2,380 

(3,292)
2,380 

(3,292)
2,610

(3,610)

資産合計 
1,538,623

(2,128,377)
1,620,164

(2,241,173)
1,869,074 

(2,585,490)
1,723,459 

(2,384,061)
1,385,430

(1,916,465)

純資産額 
22,764

(31,489)
33,685

(46,596)
33,990 

(47,018)
34,752 

(48,072)
37,839

(52,343)

１株当たり純資産額（注１） 
（ユーロ（円）） 

35.39
(4,895)

35.36
(4,891)

35.64 
(4,930)

36.54 
(5,055)

36.21
(5,009)

１株当たり利益 
（ユーロ（円）） 

1.89
(261)

0.52
(72)

1.53 
(212)

0.78 
(108)

0.88
(122)

１株当たり配当 
（ユーロ（円）） 

0.75
(104)

0.75
(104)

0.75 
(104)

0.75 
(104)

0.75
(104)

配当性向（％） 39.7 143.0 48.9 95.6 85.6

従業員数（人）（注２） 28,497 27,816 27,634 27,727 27,440

（注１）配当可能利益を除く。 

（注２）フルタイム換算の平均従業員数。 



 

金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長（金商）第 44 号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 

無登録格付に関する説明書 
（ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業

者の登録制が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、

金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととさ

れております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務

管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成

及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、

業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督

を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格

付）第２号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 
ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ（ムーディーズ日本語ホームページ

（http://www.moodys.co.jp）の「信用格付事業」をクリックした後に表示されるページ）にある「無

登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（以下、「ムーディーズ」という。）の信用格付

は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見

です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク

及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。信用

格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではあり

ません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、

売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、

これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への

適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。 

ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として

行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディー

ズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じていま

す。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性

について常に独自の検証を行うことはできません。 

 

この情報は、平成 26 年 4 月 1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正

確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社

のホームページをご覧ください。 

                          以 上 



 

金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長（金商）第 44 号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 

無登録格付に関する説明書 
（スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ） 

 
格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業

者の登録制が導入されております。 
これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、

金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととさ
れております。 
 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務
管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成
及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、
業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督
を受けておりません。 

 
○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ 
グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：スタンダード＆プアーズ・レーティング・ジャパン

株式会社（金融庁長官（格付）第５号） 
 
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

ス タ ン ダ ー ド ＆ プ ア ー ズ ・ レ ー テ ィ ン グ ・ ジ ャ パ ン 株 式 会 社 の ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.standardandpoors.co.jp）の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
（http://www.standardandpoors.co.jp/unregistered）に掲載されております。 
 

○信用格付の前提、意義及び限界について 

スタンダード＆プアーズ・レーティングズ・サービシズ（以下「レーティングズ・サービシズ」）
の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体
または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありま
せん。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や
流通市場での価格を示すものでもありません。 

信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力
変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。 
レーティングズ・サービシズは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付

分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっている
と考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、レーティングズ・サービシズは、発
行体やその他の第三者から提供された情報について、監査・デューデリジュエンスまたは独自の検証
を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、
完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリ
カルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必
要があります 

 この情報は、平成 26 年 4 月 1 日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その
正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記スタンダード＆プアーズ・レー
ティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。 

                                         以 上 



金融商品取引業者 株式会社 SBI 証券 関東財務局長（金商）第 44 号  
加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 

 

無登録格付に関する説明書 
（フィッチ・レーティングス） 

 

格付会社に対しては、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業

者の登録制が導入されております。 

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、

金融商品取引法により、無登録格付である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととさ

れております。 

 

○登録の意義について 

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務

管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成

及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、

業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録格付業者は、これらの規制・監督

を受けておりません。 

 

○格付会社グループの呼称等について 

格付会社グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」と称します。） 

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（金

融庁長官（格付）第７号） 

 

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について 

フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（http://www.fitchratings.co.jp）

の「規制関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。 

 

○信用格付の前提、意義及び限界について 
 

フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すもので

はなく、正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対

象とはせず、格付対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありま

せん。格付はリスクの相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスク

の微妙な差異は必ずしも十分に反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相

対的序列に関する意見であり、特定のデフォルト確率を予測する指標ではありません。 

フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実

情報に依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当

該法域において利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に

関して依拠する全情報又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではあり

ません。ある情報が虚偽又は不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切で

ない場合があります。また、格付は、現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予

想されない将来の事象や状況に影響されることがあります。 

信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上

の「格付及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。 

 

この情報は、平成26年4月1日に信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確

性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧くだ

さい。                                   

以 上 



早期償還条項付 他社株転換条項付 デジタルクーポン円建債券 

商品内容確認書 

 

特殊なリスクを内包する債券のご提供にあたり、ご確認いただくリスクおよびご留意事項

について、正しくご理解いただいていることを確認させていただく書面です。 

本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。 

 

■ 投資経験について 

本債券は、通常の債券に比べ複雑な商品性を有しております。本債券の商品性を理解する

投資経験をお持ちであること。 

 

■ リスクについて 

 

信用リスク 

本債券の発行者の経営・財務状況の悪化やそれらに関する外部評価の低下等により、投資

元本を割り込み、損失が生じるおそれがあること。 

 

価格変動リスク 

償還前の本債券の価格は、金利および対象銘柄の株価水準の変動等の影響を受けるため、

償還前に売却する場合には投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあること。また、

市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができな

い可能性があること。 

 

早期償還リスク 

本債券は、一定の条件が満たされた場合、いずれかの早期償還日に本債券の額面でそのす

べてについて償還され、当該償還の日から後のかかる満期償還日前の償還がなされなけれ

ば受領するはずであった利息を受領することができなくなる場合があること。さらに、か

かる満期償還日前の償還の時点での一般実勢レートで再投資した場合に、かかる満期償還

日前の償還がなされない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りを得られない可能性

があること。 

 

中途売却リスク 

本債券は金融商品取引所その他の日本国内外の取引所に上場されておらず、また満期償還

金額及び売却金額は償還対象株式の市場価格に連動すること等から、流動性（換金性）が

低く、本債券の買手を見つけることが困難であるため、当社は原則として本債券の償還期

日前の途中売却を受け付けていないこと。 

 

 



元本リスク 

本債券は、期中に早期償還の適用を受けず、かつ観察期間中の対象銘柄の株価が一度でも

ノックイン判定水準以下になり、最終償還判定日における対象銘柄の後場終値が行使価格

未満であった場合、満期償還時に現金でなく対象銘柄を受け取ることとなるため、満期償

還額は当初投資された額面金額を下回る（最小でゼロとなる）可能性があること。 

 

利率変動リスク 

本債券の利率は、初回利払日に支払われる利息については固定利率が適用されるが、次回

利払日以降に支払われる利息については、対象銘柄の株価の水準により適用される利率が

変動すること。 

 

 

想定損失について 

本債券は、対象銘柄の株価の変動に連動して利金および償還金のお受取金額が変動する仕

組みを組み入れております。「満期償還時の想定損失額」および「中途売却時の想定損失額」

について確認・理解し、特に以下に掲げる事項について、十分に理解したこと。 

① 本商品に影響を与える主要な金融指標等の水準の推移等から想定される損失額 

② 想定した前提と異なる状況になった場合、更に損失が拡大する可能性があること 

③ 本商品を中途売却する場合の売却額（中途売却価格）の内容 

④ 実際に本商品を中途売却する場合には、試算した売却額より下回る可能性があること 

 

■ 商品内容のご理解について 

本取引に関し、対象となる金融指標等を含む基本的な仕組みやリスクについて、十分に理 

解したこと。 

 

■ 資産運用に対する考え方について 

本取引により想定される損失額（中途売却した場合の中途売却価格を含む。）を踏まえ、 

許容できる損失額及び資産の状況への影響に照らして、取引できる契約内容であること。 

 

■ お客様の投資目的・意向との適合性について 

本債券は、上記の通り元本リスクのある商品であり、元本の安全性を重視するお客様につ

いては本債券は必ずしも適合するものではありません。本取引に関しては、お客様の投資

目的・意向をお客様自らにおいて確認し、本債券の商品内容及びリスクを勘案のうえ、自

らの投資目的・意向に適合するか否かについて十分検討したうえで、本債券の購入判断を

していること。 

 

 

以上 
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